
１．保育の確保状況

（１） 総括表（区全域）

支給認定区分 第２号 第３号

満３歳以上 １歳・２歳 ０歳 計

5,753 3,952 1,066 5,018 10,771

教育・保育施設 7,359 3,956 1,113 5,069 12,428

地域型保育事業 277 53 330 330

その他 79 163 44 207 286

合計 7,438 4,396 1,210 5,606 13,044

教育・保育施設 7,350 3,950 1,104 5,054 12,404

地域型保育事業 273 56 329 329

その他 81 149 43 192 273

合計 7,431 4,372 1,203 5,575 13,006

教育・保育施設 7,376 3,947 1,101 5,048 12,424

地域型保育事業 267 55 322 322

その他 84 153 40 193 277

合計 7,460 4,367 1,196 5,563 13,023

教育・保育施設 26 -3 -3 -6 20

地域型保育事業 -6 -1 -7 -7

その他 3 4 -3 1 4

合計 29 -5 -7 -12 17

教育・保育施設 17 -9 -12 -21 -4

地域型保育事業 -10 2 -8 -8

その他 5 -10 -4 -14 -9

合計 22 -29 -14 -43 -21

達成率（Ｃ／Ａ） 100.3% 99.3% 98.8% 99.2% 99.8%

前年
（令和６年4月）

<Ｂ>

第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画 実施状況

合計

計画値
（令和６年度
　確保方策）

<Ａ>

現状
（令和７年4月）

<Ｃ>

前年比
<Ｃ－Ｂ>

必要利用定員総数（量の見込み）

過不足
<Ｃ－Ａ>

年齢
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（２）地域別
① 東部地域（鎌倉、金町、柴又、高砂の一部など）
支給認定区分 第２号 第３号

年齢 満３歳以上 １歳・２歳 ０歳 計

1,229 836 229 1,065 2,294

教育・保育施設 1,704 943 251 1,194 2,898

地域型保育事業 0 0 0 0

その他 10 19 5 24 34

合計 1,714 962 256 1,218 2,932

教育・保育施設 1,703 944 251 1,195 2,898

地域型保育事業 0 0 0 0

その他 13 18 5 23 36

合計 1,716 962 256 1,218 2,934

教育・保育施設 1,699 941 248 1,189 2,888

地域型保育事業 0 0 0 0

その他 16 16 6 22 38

合計 1,715 957 254 1,211 2,926

教育・保育施設 -4 -3 -3 -6 -10

地域型保育事業 0 0 0 0

その他 3 -2 1 -1 2

合計 -1 -5 -2 -7 -8

教育・保育施設 -5 -2 -3 -5 -10

地域型保育事業 0 0 0 0

その他 6 -3 1 -2 4

合計 1 -5 -2 -7 -6

達成率（Ｃ／Ａ） 100.1% 99.5% 99.2% 99.4% 99.8%

② 西部地域（お花茶屋、亀有、堀切、青戸の一部など）
支給認定区分 第２号 第３号

年齢 満３歳以上 １歳・２歳 ０歳 計

1,812 1,263 367 1,630 3,442

教育・保育施設 2,119 1,163 329 1,492 3,611

地域型保育事業 126 23 149 149

その他 51 93 26 119 170

合計 2,170 1,382 378 1,760 3,930

教育・保育施設 2,112 1,157 326 1,483 3,595

地域型保育事業 124 25 149 149

その他 43 81 24 105 148

合計 2,155 1,362 375 1,737 3,892

教育・保育施設 2,146 1,157 326 1,483 3,629

地域型保育事業 122 25 147 147

その他 42 85 21 106 148

合計 2,188 1,364 372 1,736 3,924

教育・保育施設 34 0 0 0 34

地域型保育事業 -2 0 -2 -2

その他 -1 4 -3 1 0

合計 33 2 -3 -1 32

教育・保育施設 27 -6 -3 -9 18

地域型保育事業 -4 2 -2 -2

その他 -9 -8 -5 -13 -22

合計 18 -18 -6 -24 -6

達成率（Ｃ／Ａ） 100.8% 98.7% 98.4% 98.6% 99.8%

計画値
（令和６年度
　確保方策）

<Ａ>

現状
（令和７年4月）

<Ｃ>

前年比
<Ｃ－Ｂ>

過不足
<Ｃ－Ａ>

前年比
<Ｃ－Ｂ>

過不足
<Ｃ－Ａ>

前年
（令和６年４月）

<Ｂ>

合計

計画値
（令和６年度
　確保方策）

<Ａ>

前年
（令和６年4月）

<Ｂ>

合計

現状
（令和７年４月）

<Ｃ>

必要利用定員総数（量の見込み）

必要利用定員総数（量の見込み）
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③ 南部地域（奥戸、新小岩、立石、四つ木の一部など）
支給認定区分 第２号 第３号

年齢 満３歳以上 １歳・２歳 ０歳 計

1,573 1,084 287 1,371 2,944

教育・保育施設 2,139 1,089 299 1,388 3,527

地域型保育事業 111 22 133 133

その他 18 51 13 64 82

合計 2,157 1,251 334 1,585 3,742

教育・保育施設 2,141 1,089 296 1,385 3,526

地域型保育事業 109 23 132 132

その他 25 50 14 64 89

合計 2,166 1,248 333 1,581 3,747

教育・保育施設 2,141 1,089 296 1,385 3,526

地域型保育事業 105 22 127 127

その他 26 52 13 65 91

合計 2,167 1,246 331 1,577 3,744

教育・保育施設 0 0 0 0 0

地域型保育事業 -4 -1 -5 -5

その他 1 2 -1 1 2

合計 1 -2 -2 -4 -3

教育・保育施設 2 0 -3 -3 -1

地域型保育事業 -6 0 -6 -6

その他 8 1 0 1 9

合計 10 -5 -3 -8 2

達成率（Ｃ／Ａ） 100.5% 99.6% 99.1% 99.5% 100.1%

④ 北部地域（東金町、水元、南水元、東水元など）
支給認定区分 第２号 第３号

年齢 満３歳以上 １歳・２歳 ０歳 計

1,139 769 183 952 2,091

教育・保育施設 1,397 761 234 995 2,392

地域型保育事業 40 8 48 48

その他 0 0 0 0 0

合計 1,397 801 242 1,043 2,440

教育・保育施設 1,394 760 231 991 2,385

地域型保育事業 40 8 48 48

その他 0 0 0 0 0

合計 1,394 800 239 1,039 2,433

教育・保育施設 1,390 760 231 991 2,381

地域型保育事業 40 8 48 48

その他 0 0 0 0

合計 1,390 800 239 1,039 2,429

教育・保育施設 -4 0 0 0 -4

地域型保育事業 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

合計 -4 0 0 0 -4

教育・保育施設 -7 -1 -3 -4 -11

地域型保育事業 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

合計 -7 -1 -3 -4 -11

達成率（Ｃ／Ａ） 99.5% 99.9% 98.8% 99.6% 99.5%

過不足
<Ｃ－Ａ>

必要利用定員総数（量の見込み）

過不足
<Ｃ－Ａ>

合計

計画値
（令和６年度
　確保方策）

<Ａ>

前年
（令和６年４月）

<Ｂ>

現状
（令和７年４月）

<Ｃ>

前年比
<Ｃ－Ｂ>

合計

計画値
（令和６年度
　確保方策）

<Ａ>

前年
（令和６年４月）

<Ｂ>

現状
（令和７年４月）

<Ｃ>

前年比
<Ｃ－Ｂ>

必要利用定員総数（量の見込み）
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区全域 11,822 13,021 13,021 12,428 12,428 12,394 12,424 572

東部 2,759 3,018 3,018 2,898 2,898 2,888 2,888 129

⻄部 3,582 3,672 3,672 3,611 3,611 3,595 3,629 13

南部 3,327 3,655 3,655 3,527 3,527 3,526 3,526 199

北部 2,154 2,676 2,676 2,392 2,392 2,385 2,381 231

区全域 369 424 424 330 330 327 322 -42

東部 3 21 21 0 0 0 0 -3

⻄部 154 172 172 149 149 147 147 -7

南部 152 171 171 133 133 132 127 -20

北部 60 60 60 48 48 48 48 -12

区全域 289 289 289 286 286 272 277 -17

東部 30 30 30 34 34 36 38 6

⻄部 178 178 178 170 170 148 148 -30

南部 81 81 81 82 82 88 91 7

北部 0 0 0 0 0 0 0 0

区全域 12,480 13,734 13,734 13,044 13,044 12,993 13,023 513

２．第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画期間の保育の確保方策

確保方策（定員） 区域
計画

開始時
(A)

第二期計画の
確保方策

⾒直し（※）後の
確保方策 令和６年度末

の確保方策
(B)

令和７年４⽉
確保方策
（実数）

計画開始時
からの増減
(B)－(A)

合計

 ※  令和５年度に、第二期葛飾区⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の中間⾒直しを⾏いました。
   中間⾒直し時には、新型コロナウイルス感染症拡⼤後の出⽣数の動向を踏まえて⾒直した乳幼児⼈⼝推計をもとに、当時の教育・保育
  需要を反映させて、全区域において量の⾒込みを⾒直しています。

令和
５年度

令和
６年度

令和
５年度

令和
６年度

1
教育・保育施設

（保育所、認定こども園）

2
地域型保育事業

（小規模保育事業、
家庭的保育事業等）

3 その他（認証保育所）
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特定型 施設数 1 1 4 3

⺟⼦保健型 施設数 12 12 12 0

2 施設数 106 131 132 26

3 入会児童数 4,775 5,345 5,090 315

ショート
ステイ事業

施設数 1 1 1 0

トワイライト
ステイ事業

施設数 1 1 1 0

5 施設数 51 52 52 1

幼稚園等 施設数 29 32 31 2

保育園等 施設数 36 38 35 -1

7 施設数 11 11 11 0

8 年間延べ利⽤⼈数 2,159 1,829 1,677 -482

9 訪問指導員数 23 23 23 0

10 事業者数 6 6 6 0

妊婦検診回数 14 14 14 0

超音波検査回数 1 2 4 3

12

13
⺠間事業者による
保育所等設置件数

（累計）
ー 0 10 10

※1 放課後児童健全育成事業（学童保育クラブ事業）については、統計上、令和７年４⽉１⽇付け入会者数となっています。
※2 ⼦育て援助活動⽀援事業（ファミリー・サポート・センター事業）について、実際の年間延べ利⽤⼈数は1,116⼈でした。

３．第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画期間の地域子ども・子育て支援事業の確保方策

事業名 目標単位 計画開始時
⾒直し後の
令和６年度
確保方策

令和６年度末
確保方策

計画開始時
からの増減

1 利⽤者⽀援事業

時間外保育事業

放課後児童健全育成事業 (※1)
（学童保育クラブ事業）

4 ⼦育て短期⽀援事業

国の幼児教育・保育の無償化制度の実施により、
副食費の免除対象者分の補助として活⽤

多様な主体の参入促進事業

地域⼦育て⽀援拠点事業
（⼦育てひろば事業）

6 一時預かり事業

病児・病後児保育事業

⼦育て援助活動⽀援事業  (※2)
（ファミリー・サポート・センター事業）

乳児家庭全⼾訪問事業
（こんにちは赤ちゃん訪問事業）

養育⽀援訪問事業

11 妊婦健康診査事業

実費徴収に係る補⾜給付を⾏う事業
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（１）のびのび子育て！

番号 新規事業 令和６年度　実施状況 所管課

1-1-13 ベビーシッター利用支援事業

　令和６年度、対象者確認書を38名に送付し、17名のアカウント発行
申請書を受け付け、19名の方に利用料の一部助成を行いました。ま
た、そのうち16名の方に対して交通費の助成を行いました。
　一時預かりベビーシッター利用支援事業では、令和７年３月31日現
在、794人（うち、多胎児は69人35組）の利用がありました。

子育て応援課

1-1-14
育児休業取得に対する在園児の
在園期限の延長

　育児休業取得に対する在園児の在園期限の延長を行い、594人の方
が制度を利用し、上の子が在園したままで、育児休業を取得しまし
た。

保育課

1-3-12 指導検査体制の強化

　児童福祉法等に基づき、認可保育所等を対象に立入りによる指導検
査を実施しました。指導検査の実施施設数は、認可保育所92施設、認
定こども園９施設、小規模保育事業所15施設、家庭的保育事業所14施
設、認証保育所８施設、認可外保育施設16施設、病児保育施設３施
設、幼稚園22施設、児童養護施設２施設、母子生活支援施設２施設、
助産施設１施設となっています。

子育て施設支援課

1-4-6 食材料費の保護者負担軽減

　児童福祉法に基づく障害児通所支援を行う施設を利用する乳幼児の
保護者が負担する食材料費を166人に助成しました。
　私立認可保育所等に対し、食材料費を助成することで保護者の負担
軽減を実施しました。助成人数は、認可保育所延べ45,651人、認定こ
ども園延べ10,885人、認証保育所延べ1,337人、預かり保育延べ
10,810人、一時保育(定期利用保育含む)延べ704人、認可外保育施設
延べ526人、私立幼稚園延べ28,533人となっています。

障害福祉課
障害者施設課

子育て施設支援課

1-4-7 多胎児家庭支援事業

　区内在住で、出生または1歳・2歳の誕生日を迎える多胎児を養育す
る世帯に対し、面接や乳幼児健診等の母子保健事業等を利用するため
に必要な移動経費の助成を実施しました。
　「子育て家庭家事サポーター派遣事業」において、多胎妊婦及び3歳
未満の多胎児を養育する世帯に家事支援や外出時の補助を行う家庭サ
ポーターを派遣しました。

保健センター
子育て応援課

（２）すこやか子育て！

番号 新規事業 令和６年度　実施状況 所管課

2-1-21 産後ケア体制の整備

　出産後間もない母子に対し、心身のケアや育児のサポート等を行
い、産後うつの予防や早期の支援を実施するため産後ケア事業を実施
しました。令和6年度から基本利用料の無料化、実施施設数の増加、個
別デイケアの開始など事業内容を対象者のニーズに合わせて変化させ
ています。また、利便性向上のため、すべての母子手帳交付窓口でゆ
りかご面接と同時に利用申請ができるようにしました。

保健センター
子ども家庭支援課

2-1-22 新生児聴覚検査費助成

　先天性聴覚障害のある子どもを早期に発見し、適切な療育につなげ
るため、新生児を対象とした聴覚検査の検査の費用の一部を助成しま
した。令和５年度の検査実施率は96.7％となっています。(令和６年度
の実施率は、令和７年10月以降に確定)

保健センター
子ども家庭支援課

2-2-7 ゆりかご葛飾

　令和６年10月からすべての母子健康手帳交付窓口でゆりかご面接が
できるワンストップサービスの体制を整備し、出産や育児に対する不
安を解消し、安心して子育てができるよう、伴走型支援を行いまし
た。また、乳幼児健診などを通して、個別の支援も必要時関係機関と
協力して実施し、就学までを対象に、切れ目のない継続的な支援を行
いました。

保健センター
子育て政策課

子ども家庭支援課
子育て応援課

４．新規事業実施状況一覧（令和６年度）
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2-2-8 若者支援体制の整備

　新規相談者数の増加に伴い相談件数も増加し、371件という結果と
なっています。
　新規相談者数については、特に「就学・就労」を主訴に相談する
ケースが増加しています。

子ども・若者担当課

（４）あんしん子育て！

番号 新規事業 令和６年度　実施状況 所管課

4-1-7 かつしか子ども応援事業

　学習等意欲喚起支援の自習等サポート支援は、延べ5,385人が利用
しました。また、個別の支援は、高等学校卒業等の理由で支援の対象
とならなくなった方がいる一方、新規で利用を開始した子どももいた
ことから、前年度と同数の実人数12人が利用しています。

子ども・若者担当課

4-2-6
公共施設の不適合ブロック塀等
の撤去・改修

　不適合コンクリートブロック塀等について、令和6年度は、亀有中学
校のブロック塀の改修を行いました。

施設管理課
営繕課

4-2-7
妊産婦・乳幼児が安心して避難
生活を過ごすことができる仕組
みづくり

　妊娠後期の妊婦、産婦、乳児及び保護者のための避難所について、
施設の設置や支援体制の構築を進めました。

危機管理課
地域保健課

子育て政策課
子ども・若者担当課

子育て施設支援課
保育課

（５）みんなで子育て！

番号 新規事業 令和６年度　実施状況 所管課

5-1-13
かつしかグローバル人材育成事
業（英語によるコミュニケー
ション能力育成）

〇海外オンライン交流を行いました。（中学２年生）
〇２泊３日のイングリッシュキャンプを行いました。（１・２年生96
名）
〇英語体験プログラムを小学５、６年生、中学１年生を対象に行いま
した。
〇English Day（葛飾教育の日）を行い、保護者へ「外国語教育の取
組」を周知する機会としました。
〇ＡＬＴを配置し、英語教育の充実を図りました。（小学１年生から
中学３年生）

教育指導課

5-1-14 日本語指導の充実

　来日直後等で、日常の学校生活で使う日本語や生活習慣についての
指導が必要な児童・生徒に対して日本語の初期指導を行う「にほんご
ステップアップ教室」を運営しました。なお、需要の多い新小岩地域
の中学校内に新小岩教室を10月に開室し、高砂教室と２拠点で運営し
ました。また、日本語学級を小学校２校、中学校２校で運営し、授業
に必要な日本語の指導を行いました。さらに、日本語の理解が十分で
ない児童・生徒及びその保護者と教職員との間の意思疎通を支援する
ため、日本語通訳を派遣しました。これらに加え、令和５年度に引き
続き日本語の初期指導が必要な児童・生徒を対象に日本語の理解を深
めるため、夏季休業中に「日本語夏期講座」を実施しました。

総合教育センター
教育支援課

5-1-15
学習センター（学校図書館）の
整備

〇学校センター（学校図書館）活用ガイドラインに沿った活動の推進
を行いました。
〇学習センター（学校図書館）指導計画を作成・活用しました。
〇授業における学習センター（学校図書館）の蔵書等を活用しまし
た。
〇「葛飾方式」により配備された新聞を活用しました。
〇夏季休業中や放課後における自学自習の推進を行いました。
〇学校図書館コーディネーターを活用しました。
〇学校司書、学習センター（学校図書館）担当教員研修会を実施しま
した。
〇学習センター（学校図書館）の蔵書管理等の環境整備の推進を行い
ました。

学務課
教育指導課

5-2-22 子ども・若者活動団体支援
　様々な困難や事情を有する区内の子ども・若者を対象に支援を行う
地域活動団体に対し、令和６年度は運営に係る経費等の一部を補助す
る助成金を56件交付しました。

子ども・若者担当課
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（６）つながる子育て！

番号 新規事業 令和６年度　実施状況 所管課

6-1-9 児童相談所の設置

　令和５年10月１日に児童相談所を開設し、複雑化・深刻化する児童
虐待や養育困難な子どもと家庭の相談に対して、これまで以上に適切
かつ迅速に対応するため、子ども総合センターと両輪となり、関係機
関との連携を通じた支援や専門知識を活用した支援に取り組みまし
た。令和６年度の相談受付件数は、2,090件でした。

児童相談課

6-2-6 居宅訪問型児童発達支援事業

　障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な重度
障害のある児童に対し、子ども発達センターの職員が居宅を訪問し、
訓練等の支援を行いました。令和６年度は1名の対象児が在籍していた
ものの、家庭の事情等で訪問実績がありませんでした。

障害者施設課

6-3-4 養育費の受け取り支援事業

　令和3年度から「公正証書等作成助成」（以下、「公正証書」とい
う。）、「養育費立替保証契約に係る保証料助成」（以下、「養育費
立替保証」という。）、令和6年度から裁判外紛争解決手続き
（ADR）にかかる費用助成（以下、「ADR費用助成」という）を実施
しました。なお、令和6年度から所得要件を撤廃しました。令和６年度
の実績は、公正証書２４件、養育費立替保証１件、ADR費用助成０件
でした。

子育て応援課
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５．第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画における事業実施状況一覧
（１）のびのび子育て︕

2 3 4 5 6

定員 当該年度４⽉１⽇
時点の定員 11,839 12,249 12,343 12,430 12,394 名

箇所数 当該年度４⽉１⽇
時点の施設数 123 129 131 133 133 園

1-1-2 予約入園の拡大
　安心した育児休業の取得とスムーズな職場
復帰を⽬的に、育児休業明けの０歳児クラス
の予約入園を拡大します。

★子・若計画P103
　各園の需要に応じて拡大します。 箇所数 27 26 26 24 24 園

子ども・若者担当課
子育て施設支援課
保育課

定員 当該年度４⽉１⽇
時点の定員 78 78 72 66 63 人

家庭的保育者数 当該年度４⽉１⽇
時点の施設数 19 19 17 15 14 人

定員 当該年度４⽉１⽇
時点の定員 288 288 283 263 266 名

箇所数 当該年度４⽉１⽇
時点の施設数 16 16 16 15 15 園

定員 0 0 0 0 0 名

箇所数 0 0 0 0 0 園

定員 0 0 0 0 0 名

箇所数 0 0 0 0 0 園

単位 所管課

1-1-4 小規模保育事業 拡充

　０〜２ 歳の低年齢児の保育の量的拡大を
図るため、少人数（定員６〜19人）を対象
に、家庭的保育に近い雰囲気の下、きめ細か
な保育を⾏います。

1-1-6 居宅訪問型保育事業
　障害・疾患等で個別のケアが必要な場合等
に、保護者の⾃宅で１対１の保育を⾏いま
す。

番号 事業名 新規・
拡充 事業概要 年度ごとの実施状況 備考欄指標説明

（参考）今後の取組の方向性 評価指標

子ども・若者担当課
子育て施設支援課
保育課

1-1-3 家庭的保育事業（保育ママ）

　子どもの保育についての技術及び経験を持
ち、区が認可した家庭的保育者（保育ママ）
の⾃宅等で３ 歳未満の子どもを保育する事業
です。少人数で家庭的な環境で保育を実施し
ます。

★子・若計画P101
　「量の⾒込み及び確保方策」に基づき、必要な定
員を継続的に確保し、保護者が安心して利⽤でき
る保育環境を維持します。
　また、保育の質を向上させ、安定的に運営できる
よう、保育士等の処遇改善を確実に進めるととも
に、安全・安心な保育提供のための補助を⾏い、運
営を支援します。

子ども・若者担当課
子育て施設支援課

1-1-1 認可保育所・認定こども園の設
置・運営 拡充

　認可保育所は、児童福祉法に基づく児童福
祉施設であり、保護者が安心して就労と子育
てを両⽴していくために、家庭において保育がで
きない保護者に代わり、保育を⾏います。
　また、認定こども園は、幼稚園と保育所の機
能や特⻑を併せ持ち、就学前の子どもに対し、
幼児教育と保育を一体的に提供する施設で
す。子育て相談や親子の交流の場も⽤意され
ていて、園に通っていなくても利⽤できます。

★子・若計画P103
　「量の⾒込み及び確保方策」に基づき、必要な定
員を継続的に確保し、保護者が安心して利⽤でき
る保育環境を維持します。
また、保育の質を向上させ安定的に運営できるよ
う、保育士等の処遇改善を着実に進めるとともに、
安全・安心な保育提供のための補助を⾏い、運営
を支援します。

★子・若計画P102
　「量の⾒込み及び確保方策」に基づき、必要な定
員を継続的に確保し、保護者が安心して利⽤でき
る保育環境を維持します。
　また、保育の質を向上させ、安定的に運営できる
よう、保育士等の処遇改善を確実に進めるととも
に、安全・安心な保育提供のための補助を⾏い、運
営を支援します。

子ども・若者担当課
子育て施設支援課

1-1-5 事業所内保育事業 　会社等が設置する保育施設で、従業員の子
どもと地域の子どもを一緒に保育します。

　保育需要に対し供給が満たされているため、今後
は実施しない⾒込みです。

子ども・若者担当課
子育て施設支援課

　保育所において障害等の受け入れ体制が整備さ
れたため、今後は実施しない⾒込みです。

子ども・若者担当課
子育て施設支援課
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2 3 4 5 6
単位 所管課番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 年度ごとの実施状況 備考欄指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標

１時間延⻑保育の
実施箇所数
（公⽴）

31 30 30 29 29 園

１時間延⻑保育の
実施箇所数
（私⽴）

90 97 99 103 103 園

２時間延⻑保育の
実施箇所数
（公⽴）

7 6 6 6 6 園

２時間延⻑保育の
実施箇所数
（私⽴）

64 70 72 73 73 園

３時間延⻑保育の
実施箇所数
（公⽴）

0 0 0 0 0 園

３時間延⻑保育の
実施箇所数
（私⽴）

3 3 3 2 2 園

定員（施設型） 当該年度４⽉１⽇
時点の定員 44 44 44 44 44 人

箇所数（施設型）
当該年度４⽉１⽇
時点の事業実施箇
所数

11 11 11 11 11 箇所

年間延べ訪問回数
（訪問型）

当該年度３⽉31
⽇時点の延べ訪問
回数

0 0 0 0 0 回

定員 当該年度４⽉１⽇
時点の定員 60 60 60 60 60 人

施設数
当該年度４⽉１⽇
時点の事業実施箇
所数

6 6 6 6 6 園

利⽤人数
当該年度３⽉31
⽇時点の延べ利⽤
人数

1,195 1,640 1,765 2,078 1,843 人

1-1-10 私⽴幼稚園の２歳児受入れの
実施

　私⽴幼稚園において、２歳児からの受入れを
⾏い、幼稚園教育カリキュラムによる必要な知
識の早期取得や幼児の心⾝の健全な発達を
促すとともに、幼児教育・保育施設の選択の幅
を広げます。

　令和８年度から本格実施となる、こども誰でも通
園制度との⽐較検討を⾏っていきます。 早期入園実施園数 4 4 4 3 3 園 子育て施設支援課

預かり保育実施園
数

教育時間外の預か
り保育を実施してい
る園

29 29 30 31 31 園

３季休業中の預か
り保育実施園

通年型預かり保育
補助⾦の要件を満
たす園

15 16 20 22 23 園

★子・若計画P102
　「量の⾒込みと確保方策」に基づき、実施施設を
継続的に確保します。
　また、多様な保育ニーズに対応するため、実施⽇
数や実施時間の拡大を図るなど、より使いやすい預
かり保育事業を実施していきます。

子育て施設支援課　私⽴幼稚園・認定こども園で通常の教育時
間外や夏休み等に子どもを預かります。

1-1-11 私⽴幼稚園・認定こども園の預
かり保育事業 拡充

1-1-7 時間外保育事業 　保育所等で通常の保育時間を超えて子ども
を保育します。

1-1-8 病児・病後児保育事業 拡充

★子・若計画P101
　　「量の⾒込みと確保方策」に基づき、実施施設を
継続的に確保し、保護者が安心して利⽤できる保
育環境を維持します。

当該年度４⽉１⽇
時点の１時間以上
の延⻑保育を実施
している延べ園数

子ども・若者担当課
子育て施設支援課
保育課

当該年度４⽉１⽇
時点の２時間以上
の延⻑保育を実施
している延べ園数

当該年度４⽉１⽇
時点の３時間以上
の延⻑保育を実施
している延べ園数

★子・若計画P102
　　「量の⾒込みと確保方策」に基づき、必要な定
員を継続的に確保し、保護者が安心して利⽤でき
る保育環境を維持します。

子ども・若者担当課
子育て施設支援課
保育課

　保育所等に在籍中の子どもが病気中や病後
であり、集団保育が困難な場合に、診療所や
保育所等に設置した専⽤室で一時的にその子
どもを保育します。
　また、訪問型病後児保育事業は、保育士等
が家庭を訪問して子どもを保育します。

1-1-9 休⽇保育事業
　⽇曜・祝⽇や年末年始に保護者が仕事等の
ため保育ができない場合に子どもの保育を⾏い
ます。

★子・若計画P101
　多様な保育ニーズに対応するため、事業を着実に
実施します。

子ども・若者担当課
子育て施設支援課
保育課
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2 3 4 5 6
単位 所管課番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 年度ごとの実施状況 備考欄指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標

入会児童数
（私⽴） 3,625 3,744 3,788 3,842 3,974 人

施設数（私⽴） 68 71 73 74 72 箇所

入会児童数
（公⽴） 1,174 1,140 1,100 1,127 1,116 人

施設数（公⽴） 21 21 20 20 20 箇所

当該年度３⽉31
⽇時点の利⽤人数 6 161 376 549 813 人

事業の周知が進んだ
ことにより、利⽤者数
の増加しています。

上記のうち、当該年
度3⽉31⽇時点の
対象者確認書を送
付した延べ人数及び
交通費扶助を支給
した延べ人数

対︓16
交︓６

対︓21
交︓7

対︓22
交︓6

対︓27
交︓10

対︓38
交︓16 人

事業の周知が進んだ
ことにより、利⽤者数
の増加しています。

1-1-14 育児休業取得に対する在園児
の在園期限の延⻑ 新規

　出産後に育児休業を取得する際、上の子が
在園できる期間を２歳に達する年度末までとす
ることにより、保護者が育児休業を取得しやすく
します。

★子・若計画P103
　引き続き、事業を実施し、子育て家庭への支援を
⾏います。

制度利⽤者数 563 608 463 639 594 人 保育課

定員（施設型） 当該年度４⽉１⽇
時点の定員 270 305 280 290 266 人

箇所数（施設型）
当該年度４⽉１⽇
時点の事業実施箇
所数

34 38 36 38 35 箇所

年間延べ訪問回数

当該年度３⽉31
⽇時点の延べ利⽤
人数（病後児事業
（訪問型）を含む
合計数）

1 1 0 2 0 回

1-1-13 ベビーシッター利⽤支援事業 新規

　０〜２歳児までの入所保留通知を所持して
いる児童の保護者⼜は育児休業を満了した保
護者が対象だったものを、⽇常生活上の突発
的な事情等による利⽤も対象とし、保育対象
児童も５歳児までに対象を拡大して、利⽤料
の一部を助成します。

★子・若計画P96
　入園保留となった児童の保護者などを対象に、ベ
ビーシッターの利⽤支援を⾏うことで、安心して子育
てできる環境づくりを進めていきます。

利⽤人数 子育て応援課

1-1-12

　一時預かり事業は、保護者の仕事の都合や
通院のほか、⾃⾝の活動やリフレッシュ等をする
場合に、保育所等で一時的に子どもを保育し
ます。
　また、訪問型一時保育事業は、保護者の疾
病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要
な場合に、保育士等が家庭を訪問して子どもを
保育します。

1-2-1

拡充

　放課後帰宅しても保護者の就労⼜は疾病
等の理由で監護が必要な小学生に遊び及び
生活の場を与え、指導・健全育成を図ります。
　また、小学校内に学童保育クラブの設置を推
進します。

放課後児童健全育成事業
（学童保育クラブ事業）

拡充一時預かり事業

★子・若計画P104
　子どもたちが放課後等を安全・安心に過ごせるよ
う、学校敷地内や学校近隣の適切な場所に学童
保育クラブの整備を推進します。
　待機児童については、学校内も含めサテライトス
ペース等を確保し、暫定的に区役所で職員を派遣
して受け皿を確保する等、可能な限り柔軟な対応を
検討します。

★子・若計画P96
　「量の⾒込み及び確保方策」に基づき、必要な定
員を継続的に確保し、保護者が安心して利⽤でき
る保育環境を維持します。
　また、一時保育利⽤料の助成を継続することで、
子育てしやすい環境づくりを進めます。

子育て政策課
子育て施設支援課
保育課

当該年度の整備に
よってもたらされた翌
年4⽉1⽇現在の数

子育て政策課
放課後支援課
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2 3 4 5 6
単位 所管課番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 年度ごとの実施状況 備考欄指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標

会員数
（ファミリー会員） 1,474 1,413 1,410 1,468 1,519 人

会員数
（サポート会員） 197 129 140 145 153 人

会員数
（両方会員） 21 11 6 3 7 人

年間延べ実施回数
就学前児童預かり
及び就学児童預か
り利⽤回数

1,052 1,282 1,340 1,498 1,116 回

R６年度は、R５年
度に⽐べ活動実績全
体の延べ回数が減少
したことにより、預かり
回数が減少していま
す。

定員 5 5 5 5 6 人

箇所数 1 1 1 1 1 箇所

年間延べ利⽤人員 880 1,058 1,148 1,375 1,504 人

定員 10 10 10 10 10 人

箇所数 1 1 1 1 1 箇所

年間延べ利⽤人員 180 305 445 784 998 人

箇所数
当該年度４⽉１⽇
時点の事業実施箇
所数

47 51 50 50 52 箇所

年間延べ利⽤者数
当該年度３⽉31
⽇時点の乳幼児の
延べ利⽤人数

51,186 63,771 80,250 97,666 120,145 人

令和４年度以降は
各施設においてコロナ
による人数制限を緩
和することが増えたた
め、利⽤者数が増加
しています。

実施箇所数
当該年度４⽉１⽇
時点の事業実施箇
所数

125 131 133 133 135 箇所

利⽤件数
当該年度３⽉31
⽇時点の延べ利⽤
件数

49 41 33 61 44 件

1-3-1 保育士等の確保に向けた総合
的な取組 拡充

　私⽴保育施設における保育士の確保と定着
を図るため、養成校やハローワーク等と連携し就
職相談会を実施するとともに、保育士資格の
取得支援や保育士の宿舎借上げ支援等によ
り保育士の確保と定着につなげます。
　また、区内の定期⻑時間預かり保育を実施
する私⽴幼稚園で働く幼稚園教諭に対して、
奨学⾦の返済支援事業を実施し、幼稚園教
諭の人材の確保と定着についても支援します。

★子・若計画P108
　就職フェアの開催や宿舎借上支援等を引き続き
実施するとともに、養成校訪問の積極的な実施によ
り私⽴保育所等における保育士等の確保を支援し
ます。

宿舎借上げ支援利
⽤者数

当該年度３⽉31
⽇時点の延べ利⽤
人数

355 436 464 487 495 人 子育て施設支援課

1-2-2
子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事
業）

　区⺠相互の助け合いにより子育てを支援する
事業で、支援を必要とする人（ファミリー会
員）と支援することができる人（サポート会
員）を結ぶ会員制の育児支援事業です。

★子・若計画P192
　積極的に事業の周知を⾏い、事業認知度の向上
に努めるとともに、着実に事業を実施し、子育て家
庭への支援を⾏います。

子育て応援課

★子・若計画P97
　引き続き事業を実施し、子育て家庭を支援しま
す。
　また、新たな地域での実施について検討するととも
に、利⽤者が利⽤しやすいサービスの提供方法や対
象年齢について検討します。

1-2-6 緊急一時保育事業

子育て短期支援事業（トワイ
ライトステイ事業）

　保護者が病気や出産等のため入院するときや
家族の入院のため介護をする必要のあるとき等
に一時的に保育を⾏います。

1-2-5

1-2-4
　残業等で保護者の帰宅が遅い場合、一時的
に夜間（午後10時まで）の保育を実施しま
す。

1-2-3 子育て短期支援事業（ショート
ステイ事業）

　保護者の病気・出産・出張・育児不安等の
理由で育児が困難なとき、一時的に宿泊を伴
う保育を実施します。

★子・若計画P104
　引き続き事業を実施し、子育て家庭を支援しま
す。
　また、新たな地域での実施について検討するととも
に、利⽤者が利⽤しやすいサービスの提供方法や対
象年齢について検討します。

地域子育て支援拠点事業
（子育てひろば事業） 拡充

　子育て中の親が出会い、情報交換や相談の
できる拠点として子育てひろばを設置して親の
孤⽴化を防⽌します。

子育て施設支援課
保育課

★子・若計画P96
　既存の保育所等で引き続き受け入れを実施して
いきます。

子ども家庭支援課

★子・若計画P94
　「量の⾒込み及び確保方策」に基づき、実施施設
を継続的に確保するとともに、連絡会を開催する
等、子育てひろば間の情報交換を促進します。

子ども家庭支援課

子育て政策課
子育て施設支援課
子ども家庭支援課
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2 3 4 5 6
単位 所管課番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 年度ごとの実施状況 備考欄指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標

1-3-2 ⺠有地マッチング事業
　保育施設整備にあたり、土地等所有者と保
育施設を運営する法人のマッチングを⾏いま
す。

　新規開設を予定していないため、今後は実施しな
い⾒込みです。

マッチング件数（開
所数） 0 0 0 0 0 箇所 子育て施設支援課

1-3-3 認証保育所認可化移⾏支援
事業

　認可化を希望する認証保育所に対し、移⾏
に向けた事業者の取組を支援します。

　認可化を希望する認証保育所に対し、移⾏の支
援を⾏います。 移⾏園数 0 0 0 0 0 箇所 子育て政策課

子育て施設支援課

施設数 53 68 71 74 74 箇所

⾦額
人材確保のための
処遇改善に係る経
費計上⾦額

76,093,114 85,287,635 116,465,958 151,161,138 162,999,088 円

1-3-5 学童保育クラブの開所時間の
延⻑

　学童保育クラブで通常の指導時間（学校下
校時から午後６時まで）を超えて子どもを保育
します。

★子・若計画P100
　公⽴学童保育クラブは状況に応じて、利⽤ニーズ
を確認、把握した上で、検討を進めます。

6時以降の延⻑保
育の実施クラブ数 69 69 72 74 74 箇所 子育て政策課

放課後支援課

学童保育クラブ学校
内整備校数 30 31 34 36 37 校

わくわくチャレンジ広
場の対象学年を１
年生からとする校数

22 24 24 24 26 校

新型コロナウイルスの
影響等により、事業を
休⽌⼜は縮小してい
た学校があり、実際の
実施状況と異なる場
合があります。

1-3-7 子育て支援情報の適切な提供
　妊娠期や育児期等、その状況に応じ、必要
なときに必要な子育て支援情報をICTを活⽤し
て提供します。

　令和５年度に事業廃⽌となりましたが、今後も子
育て支援情報の適切な情報のため、妊娠期から成
人するまでの切れ⽬ない支援についてとりまとめた
「子育てカレンダー」を作成し、区公式SNSや広報か
つしか等で積極的に子育て支援情報の周知を図っ
ていきます。

電子⺟子健康⼿帳
の登録者数 681 477 346 ー ー 名 令和5年度末事業終

了

情報システム課
保健センター
育成課
子育て支援課
子ども家庭支援課

アンケート回収率
（保護者） 62.8 54.4 50.1 51.8 42.6 ％

アンケート回収率
（子ども） ー 41.1 38.2 30.2 25.9 ％

　学童保育クラブの待機児童が多い学校において、
放課後、土曜⽇、三季休業中等の未利⽤時間帯
に校内の諸室等を活⽤した待機児童対象の放課
後居場所事業を実施します。
　また、今後の放課後子ども支援事業の充実につい
て引き続き検討を⾏います。

放課後支援課
 地域教育課

1-3-6

★子・若計画P106
　アンケートの結果を踏まえて、子ども・若者や子育
て支援の取組に生かしていきます。

1-3-4

1-3-8

私⽴学童保育クラブの人材確
保等支援事業

学校施設を活⽤した放課後子
ども支援事業

　学校施設を活⽤し、学童保育クラブ事業や
わくわくチャレンジ広場といった枠組みにとらわれ
ることなく、放課後等に全ての児童が一緒に過
ごすことができる環境を整備します。

★子・若計画P109
　放課後児童支援員等の処遇の改善及び午後６
時半を超える放課後児童健全育成事業を⾏う事
業者に対して、職員の賃⾦改善や設備の充実に必
要な経費の補助を⾏います。

　私⽴学童保育クラブに対し、児童の集団規
模に応じた職員の適正配置に向けた人材確保
の支援や設備を充実するための支援を⾏いま
す。

子育て支援に関するアンケート
の実施

　子育て中の方に毎年度子育て支援に関する
満⾜度や要望等のアンケートを実施して、その
結果を子ども・子育て会議に諮りながら、子育
て支援の取組に活かします。

令和3年度より、保護
者向けアンケートに加
えて子ども向けアン
ケートを実施しました。

子育て政策課
子ども・若者担当課
子育て施設支援課
保育課
子ども家庭支援課

放課後支援課
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2 3 4 5 6
単位 所管課番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 年度ごとの実施状況 備考欄指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標

相談件数
（特定型） 214 175 375 447 718 件

実施箇所数
（特定型） 1 2 3 4 4 箇所

実施箇所数
（⺟子保健型） 12 12 12 12 12 箇所

1-3-10 多様な主体の参入促進事業
　保育所等への⺠間事業者の参入促進に関
する調査研究や多様な事業者の能⼒を活⽤し
た保育所等の設置・運営を促進します。

★子・若計画P108
　保育所の設置に際して、保護者のニーズに応える
ために⺠間事業者の参入を促進することで、保育
サービスの充実を図ります。

⺠間事業者による
保育所等設置件数 7 2 1 0 0 件 子ども・若者担当課

子育て施設支援課

1-3-11 子育て支援員の育成・活⽤ 拡充

　保育施設に保育補助者として従事する保育
士資格を有していない方等に対し、子育て支
援分野に関して必要となる知識や技能を修得
するための子育て支援員研修を実施します。
　また、研修を修了し認定を受けた「子育て支
援員」を小規模保育事業所等で活⽤します。

★子・若計画P108
　保育所において、朝夕等の児童が少数となる時間
帯は保育士配置特例により、保育士１名に加え子
育て支援員研修修了者を置くことができるため、研
修修了者を増やすことにより、保育士の負担軽減に
つなげます。

公⽴・私⽴保育施
設等で雇⽤されてい
る子育て支援員研
修修了者数

当該年度４⽉１⽇
時点の人数
公・私保育所
子育てひろば
認定こども園
保育ママ
小規模
認証
公・私幼稚園
児童館

117 123 129 143 143 名 子育て施設支援課
保育課

1-3-12 指導検査体制の強化 新規
　保育施設の質（安全性）の確保を図るた
め、区独⾃に保育の安全性を中心とした保育
内容の検査を⾏います。

★子・若計画P107
　保護者がより安心して認可保育所や認定こども
園、幼稚園等に子どもを預けられるようにするため、
指導検査を着実に実施します。

指導検査実施件数

特定教育・保育施
設等（認可保育
所・認定こども園・小
規模保育事業所・
家庭的保育事業
所、認証保育所、
認可外保育施設、
病児保育施設、幼
稚園、児童養護施
設、⺟子生活支援
施設、助産施設）
の検査実施数

77 94 85 155 185 件 子育て施設支援課

1-4-1
多子世帯に対する経済的負担
軽減の充実（保育料の減免
等）

拡充

　無償化の対象とならない０〜２歳児クラスの
課税世帯で兄・姉を有する多子世帯の児童の
認可保育所や認証保育所等の保育料等を減
免し、多子世帯の経済的な負担軽減を図りま
す。

★子・若計画P156
　都の多子世帯に対する負担軽減事業を活⽤し、
第二子の保育料にかかる経済的な負担軽減を図
り、着実に事業を実施します。
　保育料（延⻑保育料は除く）は、今後都の負担
軽減事業を活⽤し、第一子から無償化になる予
定。

減免件数 2,483 2,509 2,443 2,467 2,468 件 子育て施設支援課
保育課

交付件数 3,067 2,882 2,500 2,166 1,716 件

交付⾦額 1,068,778,615 1,002,465,780 900,278,118 772,727,489 630,417,634 円

コロナの影響もあり、
令和2,3年度は家庭
での保育を選択する
保護者が多かったと思
われます。また、保育
アドバイザーの出張先
が子ども未来プラザ鎌
倉、⻄新小岩に加
え、令和6年1⽉から
子ども未来プラザ東四
つ木でも実施されたこ
とが、件数増につな
がったと想定されます。

1-3-9 利⽤者支援事業
　子どもや保護者の⾝近な場所で、保育所等
や子育て支援事業に関する情報提供を⾏うと
ともに、必要に応じ相談等を⾏います。

★子・若計画P97
　⾝近な子ども未来プラザ等で妊産婦や子育て世
帯に対する支援事業を検討・実施し、妊娠期から
子育て期までの切れ⽬のない支援を展開します。
　今後、⺟子保健部⾨と児童福祉部⾨が協働チー
ムを組み、妊娠期からの全数面接や支援が必要な
方へのサポートプランの作成などを⾏うこども家庭セン
ターの整備を予定しています（令和8年度運⽤開
始に向け検討中）

子育て政策課
保育課

1-4-2 私⽴幼稚園等園児保護者に
対する補助⾦ 拡充

　子どもが私⽴幼稚園等に通う世帯に補助⾦
を交付し、保育料等の経済的負担の軽減を図
ります。

★子・若計画P156
　国の幼児教育・保育の無償化制度、都の多子世
帯に対する負担軽減事業及び、社会情勢を踏まえ
ながら、着実に事業を実施します。

子育て施設支援課
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2 3 4 5 6
単位 所管課番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 年度ごとの実施状況 備考欄指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標

交付件数 当該年度３⽉31
⽇時点の交付件数 3,706 3,536 3,353 3,372 3,564 件

交付⾦額 当該年度３⽉31
⽇時点の交付⾦額

135,088,304 129,467,240 120,386,231 128,546,921 143,443,237 円

児童⼿当受給者数 ３⽉末受給者数 31,620 31,093 28,732 28,211 35,266 人

R6.10.児童⼿当法
の改正により対象年
齢の引き上げや所得
制限の撤廃により支
給対象者が増加して
います。

児童育成⼿当受給
者数 ３⽉末受給者数 4,534 4,371 4,197 4,163 4,136 人

児童扶養⼿当受給
者数 ３⽉末受給者数 3,157 3,003 2,952 2,952 2,972 人

1-4-5 実費徴収に係る補⾜給付を⾏
う事業

　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、保
育所や幼稚園等に保護者が支払うべき⽇⽤
品や⽂房具等の物品購入費や⾏事への参加
費等を助成します。

★子・若計画P155
　国の幼児教育・保育の無償化制度の実施により、
実費徴収とされた⾷材料費について、補助を実施し
ています。更なる実費徴収に係る補⾜給付について
は引き続き検討を進めます。

助成件数 当該年度３⽉31
⽇時点の助成件数 4,783 4,468 5,919 3,209 3,333 件 子育て施設支援課

助成件数

当該年度３⽉31
⽇時点の助成件数
（実費徴収に係る
補⾜給付を⾏う事
業による助成件数を
含む）

88,031 100,139 93,079 95,349 98,446 件

申請者数 実際の人数 116 166 156 159 166 人

助成件数 移動支援事業申
請・助成件数 ー ー ー 112 95 件

申請件数
家庭サポーター事業
申請件数（多胎
児）

ー ー ー 33 32 件

1-4-4 児童⼿当等事業

　中学校３年修了（15歳に達する⽇以後の
最初の３⽉31⽇）までの児童を養育されてい
る方に児童⼿当を支給するほか、⽗⺟が離婚
した児童等を扶養している方に児童育成⼿当
や児童扶養⼿当を支給します。

★子・若計画P154
　転入や出生などの機会を捉え、引き続き制度の周
知を⾏うことで、各⼿当の支給漏れが発生すること
の無いよう着実に事業を実施します。

子育て応援課

1-4-7 多胎児家庭支援事業 新規
　家事支援や外出時の補助を⾏う家庭サポー
ターを派遣するとともに、面接及び⺟子保健事
業利⽤時の移動に要する費⽤を助成します。

★子・若計画P154
　育児等に役⽴つ情報提供を⾏い、多胎児を養育
する家庭に特有の負担・困難に対する支援を継続
します。

保健センター
子育て応援課

1-4-6 ⾷材料費の保護者負担軽減 新規

　認可保育所、私⽴幼稚園等の教育・保育
施設のほか、障害児通所施設に通う就学前児
童への⾷材料費を補助し、保護者の経済的な
負担を軽減します。

　認証保育所の保育料について補助⾦を交付
し、子育て世帯の経済的な負担軽減を図りま
す。

認証保育所の保育料保護者
負担軽減 子育て施設支援課1-4-3 拡充

★子・若計画P156
　国の幼児教育・保育の無償化制度、都の多子世
帯に対する負担軽減事業及び、社会情勢を踏まえ
ながら、着実に事業を実施します。

★子・若計画P153
　着実に事業を実施し、子育て家庭への支援を⾏
います。

障害福祉課
障害者施設課
子育て施設支援課
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（２）すこやか子育て︕

2 3 4 5 6

受診者数

事務事業評価
妊婦健診＋超音波
検査(⾥帰り）＋保
健指導票受診件数

43,679 45,019 43,831 45,630 48,690 件

妊婦健診回数 14 14 14 14 14 回

超音波検査回数 2 2 2 4 4 回

初回受診者数 3,214 3,044 2,933 2,925 3,000 件

2-1-2 妊婦⻭科健康診査

　妊娠中は⾝体や生活環境の変化により⻭科
疾患の増加が⾒られます。生まれてくる子どもの
⼝腔環境も⺟親の⼝腔環境の影響を大きく受
け、⻭周病は早産や低体重児出産を引き起こ
すことがあります。そこで、妊婦を対象として協⼒
⻭科医療機関において、⻭科健診と保健指導
を実施するとともに、出産後のかかりつけ⻭科医
の定着を推進します。

★子・若計画P85
　妊娠期においては、⾝体だけではなく、⼝腔環境
が変化する時期でもあることから、受診率向上のた
め周知方法を⼯夫して、妊婦の⻭と⼝腔の健康づく
りを支援します。

受診者数 妊婦⻭科健康診査 961 1025 1,084 1,036 1,103 人 健康推進課

2-1-3 特定不妊治療費の助成
　医療保険が適⽤されない特定不妊治療
（体外受精及び顕微授精）に係る費⽤の一
部を助成し、経済的な負担を軽減します。

★子・若計画P79
　積極的に事業の周知を⾏い、事業認知度の向上
に努め、子どもが欲しいと希望する家庭への経済的
支援を⾏います。

特定不妊治療費助
成件数 354 378 393 46 204 件

医療保険適⽤
前の上乗せ助
成2件と先進医
療202件です。

保健センター
子ども家庭支援課

訪問件数（実数） 委託助産師＋保健
師 2,521 2,228 2,378 2,691 2,719 件

訪問委託助産師数 21 21 22 22 23 人

2-1-5 乳幼児健康診査 　乳幼児の疾病の早期発⾒・早期予防に努
め、健やかな子育てを支援します。

　各健康診査を安全に実施し、健康診査や検査の
受診率の向上に努めるとともに、育児不安の軽減に
努めます。

乳幼児健康診査受
診件数

4か⽉・6か⽉・9か
⽉・1歳6か⽉・3歳・
5歳・経過観察健診
受診件数

21,423 19,669 20,819 20,381 20,118 人 保健センター
子ども家庭支援課

親と子のこころの相
談室利⽤者数 利⽤者数 51 47 53 51 47 人

１歳６ヶ⽉心理経
過観察(集団）の
延べ利⽤者数

228 156 254 291 300 人

2-1-6 親と子の心の健康づくり
　産後うつ病の発症予防と早期発⾒のため、エ
ジンバラ産後うつ問診票を活⽤して支援が必要
な方を「親と子のこころの相談室」につなげます。

★子・若計画P177
　事業の周知を進め、相談により妊婦や乳幼児の
養育者が子育ての不安や悩みの軽減や解消を図
り、乳幼児の育ちを支える環境の向上につなぎます。

2-1-4 乳児家庭全⼾訪問事業（こん
にちは赤ちゃん訪問事業）

　出生通知票を基に助産師・保健師が生後４
か⽉になるまでの赤ちゃんがいる全ての家庭を訪
問し、体重を測定しながら育児上の心配ごとや
産後の体調のこと等の相談に乗り、育児不安
の解消を図ります。

★子・若計画P87
　保護者の育児不安や孤独感の軽減を図るため、
全対象家庭へのこんにちは赤ちゃん訪問を実施しま
す。
　また、訪問できなかった対象者に対しては、多様な
方法でアプローチします。

保健センター
子ども家庭支援課

2-1-1 子ども家庭支援課

保健センター
子ども家庭支援課

番号 事業名 新規・
拡充 事業概要 今後の取組の方向性

妊婦健康診査事業 拡充

　妊婦健康診査14 回と超音波検査・子宮頸
がん検診費⽤の一部を助成することにより、妊
娠中の健康管理を充実させます。
　令和4年度より多胎妊娠の方が14回より多
い回数の妊婦検診を受診した場合、事後申請
により追加で15〜19回分を償還払いすることと
しより制度を拡充いたします。

　妊婦が定期的に妊婦健康診査を受診することに
より、⺟体の健康管理及び安全な出産ができるよう
支援します。

単位指標説明
（参考）評価指標 所管課備考欄年度ごとの実施状況
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2 3 4 5 6
番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 今後の取組の方向性 単位指標説明
（参考）評価指標 所管課備考欄年度ごとの実施状況

⺟親の延べ参加者
数

⺟親・パパママ学級
の⺟親参加者数 842 761 1,057 1,105 1,125 人

⽗親の延べ参加者
数

⺟親・パパママ学級
の⽗親参加者数 597 540 805 895 990 人

新規の育児グループ
支援数 グループ支援数 0 0 0 0 0 組

多胎児等の育児グ
ループの支援数 3 3 3 3 3 組

医療助成受給件数
妊娠高血圧症候群
＋養育＋育成＋療
育医療受給件数

94 84 85 71 105 件

乳幼児精密健康診
査受給件数

乳幼児精密健康診
査受給件数 147 88 118 36 19 件

3歳児健診の
視覚検査の要
精密者を紹介
状対応としたこ
と、3〜4か⽉
児健診、1歳6
か⽉児健診で
の精密健康診
査受診票の発
⾏数が減少した
ためです。

麻しん接種者数
（１期）

ＭＲ１期接種＋麻
しん１期単独 3,384 2,603 3,003 3,014 2,730 人

麻しん接種者数
（２期）

ＭＲ２期接種＋麻
しん２期単独 3,469 3,384 3,228 3,106 2,959 人

麻しんの予防接種の
接種率（1期） 98.5 93.5 96.8 99.7 91 ％

2-1-11 結核の予防接種
　結核の予防接種BCGの接種は、結核性髄
膜炎を予防するために、1 歳になる前までに接
種するよう積極的に勧奨します。

　引き続き、接種勧奨を進めます。 ＢＣＧ予防接種の
接種率 ＢＣＧ接種者数 99.3 99.8 101.9 99.1 107 ％ 保健予防課

　未熟で出生した乳児等、子どもの健康に関する医
療費の助成を⾏い、経済的負担を軽減します。

保健センター
子ども家庭支援課

保健センター
子ども家庭支援課

保健予防課

2-1-7 ハローベビー教室（⺟親学
級）・パパママ学級

　⽗として⺟としての心構えや両親が助け合って
育児ができるように妊娠中の生活・出産の話、
お⾵呂の入れ方を実習したり、子育て経験者
の話を聞く場を提供します。
　また、平⽇に参加できない夫婦のために、休
⽇を利⽤して休⽇パパママ学級を実施します。

　区⺠ニーズを適切に把握し、満⾜度の高い事業を
継続して実施します。 子ども家庭支援課

2-1-10 はしかの予防対策

　はしかが流⾏しないように接種率の向上を⽬
指し、接種状況の把握や未接種者への勧奨を
⾏います。平成26年度から麻しん・⾵しん混合
ワクチン（ＭＲ）の定期予防接種の未接種者
を対象に、任意のＭＲの予防接種費⽤の全
額助成を実施しています。

★子・若計画P85
　定期予防接種のＭＲ１期と２期を⽐べると、２
期の接種率はやや低いため、引き続き１期と２期と
もに95％以上となるように接種勧奨を進めます。

★子・若計画P177
　子育て世代だけの育児グループだけでなく世代間
交流や「支えられていた人が支える人になる」支援の
循環が生まれるような地域づくりを⽬指します。

2-1-9 疾病の早期発⾒・早期対応

2-1-8 育児グループの育成・支援

　子育てに困難を抱えている多様な育児グルー
プに対して、健康情報等を提供し、育児の問
題に対する理解と問題解決方法を学ぶととも
に、子育て中の親同士の仲間づくりを推奨し、
親の孤⽴と育児不安を解消します。

　未熟で出生した乳児の入院中の医療費、精
密検査を受ける必要のある乳幼児の検査料、
機能回復に必要な医療費等を助成することに
より、子どもの健康管理に係る経済的負担を軽
減して早期の治療・療育を図ります。
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2 3 4 5 6
番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 今後の取組の方向性 単位指標説明
（参考）評価指標 所管課備考欄年度ごとの実施状況

アレルギー相談件数
乳幼児等の⺟子事
業のアレルギー相談
件数

1,309 1,052 1,065 971 993 件

乳児健診時の皮膚
疾患有所⾒者数 272 232 529 488 479 人

2-1-13 アレルギー性疾患に関する知識
の普及啓発

　乳幼児健康診査等での個別相談のほか、ア
レルギー相談窓⼝を設置し、随時相談に応じま
す。必要に応じて栄養士や環境衛生担当者、
⾷品衛生担当者と連携して相談体制の充実
を図ります。また、ぜん息の予防方法及び健康
の回復を⽬的とした講演会等を実施していま
す。

★子・若計画P85
　医師及び理学療法士が区⺠に対し、ぜん息に関
する講演を⾏い、正しい知識の普及・啓発を⾏いま
す。

アレルギーに関する
講演会の参加者数 ー ー ー 18 10 人

令和２〜４年
度は新型コロナ
ウイルス感染拡
大防⽌のため
未実施となって
います。

地域保健課
保健センター

リーフレットの配布数
乳幼児健康診査、
児童館等における
リーフレットの配布

3,677 2,549 8,974 8,158 8,746 部

栄養教室の実施回
数

児童館等における指
導回数 31 16 34 39 35 回

小児生活習慣病予
防指導講習会参加
者数

有所⾒であった児
童・生徒の保護者の
参加者数

書面開催
対象者
704人

書面開催
対象者

424
66 68 63 人

令和２年度・
３年度は新型
コロナウイルスの
影響により書面
開催となってい
ます。

⾷事バランスゴマの
貸し出し回数

保育園、幼稚園等
への貸し出し回数 30 85 64 30 47 回

⾷育教材の配布数 3歳児健診での配
布数 2,500 2,931 3,092 2,830 2,982 枚

令和４年度ま
では「保育園、
幼稚園への配
布数」となってい
ます。

親子の⻭育てすくす
くクラブ来所者数

10か⽉児とその⺟
親対象個別⻭科相
談

ー ー 697 690 590 人

令和４年度か
ら⻭科衛生士
による予約制の
⻭科相談に事
業内容を変更
したため、評価
指標を参加率
から来所者数に
変更していま
す。

すくすく⻭育て⻭科
健診受診率

２歳児とその⺟親対
象 57.8 53.2 54 48.8 47 ％

2-1-12 アレルギー相談の実施

　乳幼児健康診査等での個別相談のほか、ア
レルギー相談窓⼝を設置し、随時相談に応じま
す。必要に応じて栄養士や環境衛生担当者、
⾷品衛生担当者と連携して相談体制の充実
を図ります。

★子・若計画P85
　引き続き、各健康診査・健康教育において、アレ
ルギーについての正しい知識を普及し、相談体制を
継続します。

保健センター

拡充親と子の⾷育推進事業

　子どものむし⻭予防のために「親子の⻭育てす
くすくクラブ」・「ハッピーバースデイすくすく⻭科健
診」・「すくすく⻭育て⻭科健診」や健康教育等
において、⻭科保健に関する正しい知識の普及
を図ります。
　また、子ども本人だけでなく家族に対しても、む
し⻭予防を働きかけ、乳幼児の心⾝ともに健や
かな発育と、かかりつけ⻭科医の定着を促しま
す。

★子・若計画P84
　妊娠期や乳幼児期における⾷生活が充実するよ
うに、⾷事の重要性だけでなく生活リズムや家庭での
⾷育など健診等の機会を捉え支援していきます。

★子・若計画P84
　引き続き、各⻭科健診や⻭科相談において、むし
⻭や⻭周病など⻭科疾患の予防等⻭科保健に関
する正しい知識の普及を図ります。

健康推進課

2-1-14 栄養教育の実施
健康推進課
保健センター
学務課

2-1-16

健康推進課
保健センター

★子・若計画P83
　保育所等職員への⾷育に関する技術支援と、家
庭における親と子の⾷育を支援していきます。保育
所等での保育士による子どもへの⾷育を実施するた
めに、保育所への⾷育教材の貸し出しと保育士への
指導マニュアルを提供します。3歳児健診では親子
へ向けた⾷育教材を配付します。

　幼児向け⾷事バランスガイドコマの貸出しや教
材の提供を通して、保育所等における⾷育の
推進を支援します。
　また、家庭での⾷育を推進するため、3歳児
健診で幼児向けと保護者向けの⾷育教材を
配布し、普及啓発を図ります。

2-1-15

すくすく⻭育て支援事業

　子どもの健やかな成⻑のために、⺟親学級、
乳幼児健康診査、児童館、育児グループ等に
おける栄養指導やリーフレットの配布により望ま
しい⾷生活についての栄養教育を実施します。
　また、小学校４年生及び中学校１年生の児
童・生徒と前年度の受診者で医学的管理や経
過観察が必要と判断された者のうち希望者に
小児生活習慣病予防健診を実施します。
　さらに、有所⾒であった児童・生徒の保護者を
対象とした小児生活習慣病予防指導講習会
を実施し、健康的な生活習慣を⾝に付けられ
るように支援します。
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2 3 4 5 6
番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 今後の取組の方向性 単位指標説明
（参考）評価指標 所管課備考欄年度ごとの実施状況

受診者数

20歳以上39歳以
下の者⼜は３歳未
満の子を持つ⽗⺟
 親対象

1,622 2,159 2,478 2,369 2,464 人

受診票交付数
申込者+20・30歳
+昨年度健康づくり
健康診査受診者

2,341 12,509 13,504 12,929 14,283 人

新型コロナウイ
ルス感染症の
影響により、令
和2年度は20・
30歳と昨年度
健診受診者に
対する受診勧
奨を未実施とし
ています。

2-1-18 子ども医療費助成事業 拡充

　高校生等（18歳に達する⽇以後の最初の
３⽉31⽇）までの児童に対し、⾷事療養費
⾃己負担分、差額ベッド代等を除いた保険診
療⾃己負担分の助成を⾏い、医療費負担を
軽減します。

★子・若計画P85
　子どもの医療費に係る経済的負担を軽減するため
に、転入や出生などの機会を捉え、制度の周知を⾏
うことで申請漏れが発生することの無いよう着実に事
業を実施します。

高校３学年までの
医療費助成件数 758,661 861,162 890,278 1,158,027 1,169,555 件

令和４年度ま
では「中学校３
学年までの医
療費助成件
数」となっていま
す。

子育て応援課

2-1-19 入院助産
　経済的に困窮する妊産婦が入院による出産
ができない時に、指定助産施設での入院・分娩
費⽤を補助します。

★子・若計画P162
　出産費⽤にお困りな低所得者の方に対して、安
心して出産ができるよう着実に事業を実施し、支援
を⾏います。

助産件数 助産の実施件数 14 25 15 20 22 件 子育て応援課

2-1-20 小児初期救急平⽇夜間診療
事業

　平⽇の夜間に小児を対象とした初期救急医
療サービスの提供や電話による医療相談に対
応します。

★子・若計画P83
　葛飾区医師会に事業を委託し、平⽇夜間こどもク
リニックを開き、診療を⾏います。
また、施設の利⽤案内について、広報かつしか及び
区公式ホームページなどで広く周知していきます。

受診者数 283 341 379 471 422 人 地域保健課

2-1-21 産後ケア体制の整備 新規

　産婦の心⾝の健康状態を確認し、適切な支
援をするため、産婦健康診査に係る費⽤の一
部を助成します。また、産後の健康管理や授乳
等に不安を抱える⺟子に対して、心⾝のケアや
授乳指導、育児支援を⾏う産後ケア事業を実
施することで、安心して子育てができるよう支援
します。

★子・若計画P86
　誰もが安心して質の高い産後ケアを受けられるよ
う、実施施設の拡大やサービスの⾒直しを⾏います。

産後ケアの実施施
設数 15 24 26 26 35 件 保健センター

子ども家庭支援課

2-1-22 新生児聴覚検査費助成 新規
　先天性聴覚障害のある子どもを早期に発⾒
し、適切な療育につなげるため、新生児を対象
とした聴覚検査の費⽤の一部を助成します。

　新生児聴覚検査の実施率の向上を⽬指し、フォ
ローが必要な方を早期に適切な支援につなぎます。

新生児聴覚検査の
実施率 98.1 98.3 98.5 96.7 未確定

※10⽉以降確定
％ 保健センター

子ども家庭支援課

相談の活動件数 45,627 94,597 114,220 126,628 127,209 件

子どもの心理療法実
施延べ件数 213 323 495 135 206 件

親のカウンセリング実
施延べ件数 378 383 370 305 269 件

2-1-17 健康づくり健康診査

　他に健康診査を受ける機会のない、区内在
住の20歳以上39歳以下の者⼜は３歳未満
の子を持つ⽗⺟に対し健康診査を⾏うことによ
り、疾病の早期発⾒・早期治療を図るとともに、
生活習慣の改善、健康意識の向上につなげま
す。

健康推進課

2-2-1 子どもと親に対する相談・支援
の実施

　「子どもとの接し方がわからない」「子どもの愛し
方がわからない」等の悩みを持つ親に対する相
談支援を通して、虐待を予防します。

★子・若計画P90
　相談員が保護者とともに養育方法を考えていきま
す。また、相談員向けの研修を引き続き実施してい
きます。

子ども家庭支援課

★子・若計画P84
　引き続き、健康診査を実施し、健康の増進を支
援します。
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2 3 4 5 6
番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 今後の取組の方向性 単位指標説明
（参考）評価指標 所管課備考欄年度ごとの実施状況

2-2-2 就学前の子どもの発達相談
　発達に課題のある子どもの保護者⼜は関係
者からの相談を受け、適切な支援を開始しま
す。

★子・若計画P149
　乳幼児の発達に対して不安がある保護者や保育
者等からの相談を受け、発達に課題があり指導・訓
練を必要とする⼜はその疑いがある乳幼児を早期に
発⾒し、適切な支援を⾏うことにより、乳幼児の心
⾝発達を促進します。

発達相談件数 581 692 748 684 726 件 子ども家庭支援課

2-2-3 特定妊婦等電話相談事業

　妊娠が確認できる段階から相談ができるよう
にします。
　また、相談しやすい環境を整えることで、虐待
の発生を予防し、子どもの健全育成を推進しま
す。

　専⽤回線による相談は、令和５年度をもって事業
廃⽌となっていますが、現在も区公式ホームページに
おいてＱ＆Ａの充実、保健センター等相談窓⼝を
掲載することで、幅広い世代が情報をキャッチできる
ようにしています。妊娠届出時にワンストップでゆりか
ご面接を実施し、特定妊婦等を早期に把握すること
により、必要な相談・支援を切れ⽬なく⾏っていま
す。

相談件数 52 53 26 20 ー 件 令和5年度末
事業終了 子ども家庭支援課

箇所数
当該年度４⽉１⽇
時点の事業実施箇
所数

47 51 50 50 52 箇所

年間延べ利⽤者数
当該年度３⽉31⽇
時点の乳幼児の延
べ利⽤人数

51,186 63,771 80,250 97,666 120,145 人

令和４年度以
降は各施設に
おいてコロナによ
る人数制限を
緩和することが
増えたため、利
⽤者数が増加
しています。

訪問件数（実数） 委託助産師＋保健
師 2,521 2,228 2,378 2,691 2,719 件

訪問委託助産師数 21 21 22 22 23 人

2-2-6 悩みごと相談の実施

　夫婦や子ども、家庭のこと等、⺟親をはじめと
した⼥性が抱える悩み等の相談に対応します。
　また、男性の悩みごとについても、電話相談を
⾏います。

★子・若計画P90
　専⾨カウンセラーが⼥性の抱える様々な悩み等に
対して相談に応じます。

相談件数 879 897 794 974 884 件 人権推進課

2-2-7 ゆりかご葛飾 新規

　妊娠初期に個別に面接（ゆりかご面接）を
⾏い、一人一人の状況にあわせた出産直後ま
でのサポートプラン「葛飾区ゆりかごプラン」を作
成し、必要な支援を⾏います。
　また、乳幼児健康診査や産前・産後の⺟子
を支える様々な事業、医療機関と連携し、就
学期前までの継続的な支援を⾏います。

★子・若計画P86
　全ての妊産婦から就学前までの子育て家庭の相
談支援体制を充実させ、子育てを孤⽴させない地
域づくりを進めます。子育て家庭の⽇常的な困りごと
や悩みを早期に把握して予防的支援の体制につい
て検討・実施します。

ゆりかご面接率 92.6 79.8 81 89 94 ％

保健センター
子育て政策課
子ども家庭支援課
子育て応援課

新規相談者数 44 51 39 35 47 人

相談件数
面接、電話、訪問
相談及び同⾏支援
の延べ件数

141 353 503 348 371 件

★子・若計画P87
　保護者の育児不安や孤独感の軽減を図るため、
全対象家庭へのこんにちは赤ちゃん訪問を実施しま
す。
　また、訪問できなかった対象者に対しては、多様な
方法でアプローチします。

保健センター
子ども家庭支援課

2-2-8 若者支援体制の整備 新規

　相談窓⼝において、⻑期にわたり就学・就労
等の社会参加ができずにひきこもり状態等にあ
る若者や、人間関係・仕事・孤独・将来への不
安等、様々な悩みを持つ若者を支援します。

★子・若計画P141
　関係機関に連携するまでに、相談者に寄り添った
継続的な支援が一定期間必要になることが多くある
ため、相談支援だけではなく、相談者に応じて段階
的に生活・外出訓練やコミュニケーション訓練等を実
施していきます。

子ども・若者担当
課

2-2-5
乳児家庭全⼾訪問事業（こん
にちは赤ちゃん訪問事業）
（再掲）

　出生通知票を基に助産師・保健師が生後４
か⽉になるまでの赤ちゃんがいる全ての家庭を訪
問し、体重を測定しながら育児上の心配ごとや
産後の体調のこと等の相談に乗り、育児不安
の解消を図ります。

2-2-4
地域子育て支援拠点事業
（子育てひろば事業）（再
掲）

拡充
　子育て中の親が出会い、情報交換や相談の
できる拠点として子育てひろばを設置して親の
孤⽴化を防⽌します。

★子・若計画P94
　「量の⾒込み及び確保方策」に基づき、実施施設
を継続的に確保するとともに、連絡会を開催する
等、子育てひろば間の情報交換を促進します。

子育て政策課
子育て施設支援
課
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（３）いきいき子育て︕

2 3 4 5 6

3-1-1 企業向けセミナー
　ワーク・ライフ・バランスの推進や育児休業制
度の定着を図るため、区内の企業向けにセミ
ナーを開催します。

★子・若計画P190
　若年層の定着支援を図るため、企業向けにセミ
ナーを開催します。
ワーク・ライフ・バランスの推進には企業における取組
が重要なため、取り組むメリットについて周知し、意識
改革に取り組みます。

セミナーの実施回数 1 1 1 5 1 回 人権推進課
産業経済課

3-1-2 ワーク･ライフ･バランスに関する
普及・啓発

　ワーク・ライフ・バランスへの理解と普及を図る
ため、イベントにおける啓発活動等を⾏います。

★子・若計画P135
　一人一人がライフスタイルや人生の各段階に応じた
生活を充実できるよう、ワーク・ライフ・バランスの意義
を子どもも含め、広く区⺠や企業に周知するため、参
加者が参加しやすい⼯夫をする等、理解を深めるた
めの活動を⾏います。

啓発イベント参加者
数 570 1,121 1,871 2,333 2,307 人

令和2年度産
業フェアはオンラ
イン開催となった
ためパルフェスタ
で啓発活動を
⾏いました。

人権推進課

3-1-3 ワーク･ライフ･バランスに関する
講座・講演会

　ワーク・ライフ・バランスの実践に向けて、その意
識やライフイベントに応じた多様な働き方に関す
る講座・講演会を開催します。

★子・若計画P135
　ワーク・ライフ・バランスへの関心と理解を深めるた
め、介護や働き方の⾒直し等、対象・課題に応じた
講座等を実施します。

講座（区⺠対象）
の実施回数 2 2 2 2 1 回 人権推進課

3-1-4 ワーク・ライフ・バランス支援アド
バイザー派遣事業

　区内中小企業を対象にワーク・ライフ・バランス
支援アドバイザー（社労士）を派遣し、ワーク・
ライフ・バランスの啓発及び育児・介護休業法に
則った就業規則の整備を支援します。

★子・若計画P190
　より多くの企業にワーク・ワイフ・バランス支援アドバ
イザー派遣事業の趣旨について周知を図り、利⽤を
促進します。

ワーク・ライフ・バラン
ス支援アドバイザー
派遣企業数

1 1 6 4 3 社 人権推進課

3-1-5 事業所向け啓発情報誌の発⾏

　ワーク・ライフ・バランスに関する取組や⾏政等
による支援・相談体制の情報提供等の周知啓
発のため、区内事業所向けに情報誌を発⾏し
ます。

★子・若計画P190
　　優秀な人材の確保・定着、企業のイメージ向上
等、企業がワーク・ライフ・バランスに取り組むメリットや
取組方法等について周知し、啓発・意識改革に取り
組みます。

発⾏部数／回数 5,600 4,000 4,000 4,000 3,500 部

令和３年度か
ら区⺠向け啓
発情報誌として
発⾏しました。

人権推進課

3-1-6 男性の家庭生活への参画支援
事業

　男性の家事・育児・介護への参画が進むよ
う、意識啓発に関する事業や情報提供を⾏い
ます。

★子・若計画P93
　子どもが生まれる前や育児等、子どもの成⻑に合
わせ男性を応援する講座・講演会等を開催します。

講座（男性対象）
の実施回数 4 4 4 4 3 回 人権推進課

3-1-7 再就職講座

　出産・育児・介護等で離職した⼥性が再就
職するために必要な情報を様々な⾓度から提
供し、再就職に役⽴つ講座や講演会を開催し
ます。

★子・若計画P135
　育児中で就職活動に踏み出せない⼥性向けに子
どもと一緒に参加できる講座を開催する等、「就学へ
の一歩」を踏み出すきっかけを作ります。

講座実施回数 3 4 3 2 2 回 人権推進課
産業経済課

事業概要番号 事業名 新規・
拡充

指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標 単位 所管課備考欄年度ごとの実施状況
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（４）あんしん子育て︕

2 3 4 5 6

4-1-1 赤ちゃんの駅事業 拡充
　小さな子どもを連れた親が安心して外出を楽
しめるよう、おむつ替えや授乳等ができるスペー
スを公共施設等に設置します。

★子・若計画P94
　子育て家庭が安心して外出できるよう、今後も｢赤
ちゃんの駅｣の設置箇所を増やしていきます。 設置箇所数 新規設置箇所数 5 2 4 4 2 箇所 子育て政策課

4-1-2 子ども未来プラザの整備

　子ども及び保護者に対し、地域の子育て支
援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩
和し、子どもの健やかな育ちを支援することを⽬
的とした施設を整備します。

★子・若計画P94
　施設⽼朽化に伴う建て替えにあたり、子育て支援
施設の拠点として、子ども未来プラザを整備します。
　また、遊びや学びを通したイベントや⽇常の活動に
⼯夫を凝らし、利⽤者が気軽に訪れることができる環
境を整えることで、地域の親子を幅広く呼び込むとと
もに、地域団体や⾏政機関等とのネットワークを構
築することで、様々な支援や相談につなげます。

箇所数（竣⼯ベー
ス） 累計 1 2 2 3 3 箇所 子育て政策課

保育課

4-1-3 遊びや生活を通した子どもの健
全育成

　子どもたちの声を取り入れ、集団あそびや伝承
あそび、外あそびや異年齢あそび、読み聞かせ
や⼯作等で子どもの⾃主性・社会性・創造性を
育み、子どもたちの健やかな育成を図ります。

★子・若計画P113
　従事者のスキルアップを図るため、従事者間の情報
交換や東京都の研修を活⽤する等して遊びの充実
を図ります。

小学生の利⽤者数
子ども未来プラザ及
び児童館における年
間利⽤者数

31,258 50,778 58,477 82,948 98,068 人

コロナ禍の終息に伴い、
利⽤制限を終了したこ
とで利⽤者が増加したと
想定されます。

子育て政策課

4-1-4 歩道勾配改善事業
　妊婦や幼児、ベビーカー等、誰もが安全で快
適に通⾏できるよう、歩道の勾配を緩やかにす
るよう改善します。

★子・若計画P97
　引き続き、誰もが安全で快適に通⾏できる歩⾏空
間を確保するため、歩道の勾配を改善し、歩道部の
平坦性を確保します。

歩道勾配の改善率 累計整備延⻑／計
画延⻑ 79.1 80.0 81 82.7 82.7 ％ 道路補修課

4-1-5 「バリアフリートイレ」の設置
　公園を整備する際には、ベビーキープ（乳幼
児専⽤いす）等を常設した「バリアフリートイレ」
を設置します。

　引き続き、バリアフリー化⼯事にあわせて、バリアフ
リートイレの設置を進めます。 設置箇所数

当該年度にバリアフ
リートイレを新設した
公園の数

4 3 4 3 1 箇所

東京都福祉のまちづくり
条例規則の改定によ
り、名称を「だれでもトイ
レ」から「バリアフリートイ
レ」に変更しています。

公園課

4-1-6 乳幼児の利⽤に配慮した遊び
場づくり

　次の視点から乳幼児の利⽤に配慮した遊び
場づくりを進めます。
①公園には、幼児にも利⽤できる遊具を設ける
よう努めます。また、幼児が安心して遊べるよ
う、幼児コーナーを設けるよう努めます。
②幼児コーナーには、幼児の利⽤頻度の高い
砂場を設けます。
③砂場には柵を設け、犬猫のフン害による衛生
面に配慮します。

　引き続き、公園の改修⼯事等にあわせて、砂場柵
等の設置を進めます。 砂場柵新設箇所数

犬猫が砂場に入るこ
とを防⽌する柵の設
置箇所数

1 0 1 3 1 箇所 公園課

年度ごとの実施状況番号 事業名 新規・
拡充 事業概要 今後の取組の方向性 指標説明

（参考）評価指標 単位 備考欄 所管課
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2 3 4 5 6
年度ごとの実施状況番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 今後の取組の方向性 指標説明
（参考）評価指標 単位 備考欄 所管課

学習等意欲喚起支
援（個別の支援 登
録者数)

15 16 12 12 12 人

学習等意欲喚起支
援（個別の支援 延
べ利⽤者数)

372 705 540 592 477 人

学習等意欲喚起支
援（⾃習等サポート
支援延べ利⽤者
数）

915 1,112 2,356 4,055 5,385 人
令和６年１⽉から実施
施設が一か所増え(プラザ
東四つ木)、利⽤者が増
加しています。

4-2-1 地域安全活動支援事業（安
全・安心情報メール）

　区内で発生した犯罪情報、子どもの安全を脅
かす不審者⽬撃情報、大規模な災害の情
報、また、犯罪の被害に遭わないための防犯お
役⽴ち情報を、あらかじめ登録していただいた区
⺠の携帯電話やパソコンへ、メールにより配信し
ます。

★子・若計画P180
　地域の⾃主的防犯活動の維持・活性化に向け、
地域の状況に応じた防犯カメラの設置への支援や安
全・安心情報メールによる犯罪・不審者情報の配信
などにより、地域の防犯⼒向上を図ります。
また、関係機関と連携を図りながら、⾃転⾞の盗難
防⽌対策や特殊詐欺被害の防⽌対策を推進しま
す。

登録者数

安全・安心情報メー
ルを受信できるように
設定したメールアドレ
スの件数

21,423 21,905 22,918 23,393 23,706 件 危機管理課
生活安全担当課

4-2-2 交通安全運動の推進 拡充

　交通安全のための知識の向上、チャイルド
シートの正しい使⽤の徹底、⾃転⾞乗⾞時の
ヘルメット着⽤等、⾃転⾞の安全利⽤の推進
のために、広報かつしか等による周知、交通安
全運動、交通安全教室により、子どもと子育て
家庭の交通事故防⽌を推進します。

★子・若計画P183
　事業概要の内容を踏まえて、引き続き交通安全に
対する周知を図るとともに、交通安全教室の拡大を
推進します。

広報回数

広報かつしか・かつし
かＦＭ放送・スポット
放送・HP・掲示板
等

224 151 359 364 405 回
交通政策課
交通安全対策担
当課

公園・児童遊園の
新設実績

当該年度に新規開
園する公園等の面
積

1,828 386 362 1419.8 0 ㎡

公園・児童遊園の
改良実績

当該年度に改良⼯
事を⾏った公園等の
園数

29 16 18 19 25 園

4-2-4 公園の安全点検

　⽇常の公園巡回点検のほか、⾃主管理団
体・所轄警察・地域町会・学校等との連携を
図り、事故や犯罪から未然に子どもたちを守る
取組を⾏います。

　引き続き、各団体と連携を図りながら取組を強化
します。

公園・児童遊園の
安全点検箇所数

安全点検の対象と
なる公園等の箇所
数

318 316 315 316 314 箇所 公園課

延べ実施回数 講座等開催回数 1 0 4 4 3 回

延べ参加者数 講座参加者数 22 0 97 97 44 人

参加取組団体数

⻘少年育成地区委
員会、ＰＴＡ等講
座参加団体数（ア
ンケート実施団体数
を記載）

2 4 4 1 2 団体

コロナ禍以降、主な活
動主体であるPTAの活
動縮小化に伴い取組
団体数が減少している
こと、そのため講座実施
数を減らしたことにより、
講座参加者数が減少
したと想定されます。

令和３年度は新型コロ
ナウイルス感染拡大防
⽌のため講座の開催は
せず、学習したい取組
団体へは直接説明に
⾏くなど、個別に支援を
⾏いました。

生涯学習課4-2-5 子どもを犯罪から守るまちづくり
活動支援

　子どもへのアンケートから犯罪危険の実態を明
らかにし、犯罪危険地図づくり、まちぐるみの点
検活動を通した危険箇所の改善や子どもを守
る活動が区内に広がるよう支援します。

★子・若計画P184
　これまで取り組んだことのある団体の継続性をより
図ることや、新規の取組団体を増やしていくため、こ
の活動を学ぶ講座の内容や回数、取組への支援方
法について⾒直して実施します。

4-1-7 かつしか子ども応援事業 新規

　家庭の経済状況や養育環境等、様々な事
情を有する子どもが、家庭や学校以外で安心し
て過ごすことができる場を提供します。
　また、保護者の子育ての悩み・不安に応じる
養育支援や、学習等の意欲を喚起する支援を
⾏うとともに、高校生世代の中途退学未然防
⽌のための支援や中学卒業後進路未決定者
や高校中退者への学び直し、就学支援等を⾏
います。

★子・若計画P200
　事業の対象者を明確にし、実施場所や実施内容
等の⾒直しを含め、支援が必要な子どもをより適切
に支援ができるように再構築を⾏います。

子ども・若者担当
課

4-2-3 安心・安全な公園づくり
　植栽や建築物及び照明施設の配置に配慮
した、犯罪抑⽌効果の高い⾒通しが良好で安
心・安全な公園づくりを⾏います。

　区⺠ニーズや地域特性を踏まえたうえで、引き続
き、安心・安全な公園づくりを⾏います。 公園課
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2 3 4 5 6
年度ごとの実施状況番号 事業名 新規・

拡充 事業概要 今後の取組の方向性 指標説明
（参考）評価指標 単位 備考欄 所管課

4-2-6 公共施設の不適合ブロック塀等
の撤去・改修 新規

　小・中学校、幼稚園、旧学校、保育園・児
童館、地区センター等の公共施設を調査し、
傾きや⻲裂のある塀の撤去⼯事を実施してい
ます。今後も公共施設の安全確保を図るため、
区内の不適合ブロック塀と⽼朽万年塀につい
て、順次、撤去・改修を進めます。

　緊急性の高いものから順次、撤去・改修を進めま
す。

撤去・改修した施設
数 32 1 7 2 1 施設 施設管理課

営繕課

4-2-7
妊産婦・乳幼児が安心して避
難生活を過ごすことができる仕
組みづくり

新規

　妊産婦や乳幼児を抱えた保護者が、災害時
においても安全・安心に避難生活を過ごせるよ
う、心⾝や生活の特性を踏まえ、妊産婦や乳
幼児を対象とした避難所の設置や心⾝のケア、
必要な備蓄等、適切な支援が届く仕組みづくり
の検討を⾏っていきます。

★子・若計画P183
　妊産婦乳児避難所について、定期的に訓練を実
施し、その訓練の振り返りの中で課題を確認し、妊
産婦乳児避難所を円滑に運営できるように取組を
進めます。
　乳幼児向けのミルクやオムツ等必要なものを引き続
き備蓄していきます。
　妊産婦や乳幼児に配慮した防災対策を推進して
いくため、関係機関と協議を⾏う等、具体的な検討
を進めます。

検討会開催回数 3 4 2 ー ー 回

令和5年度は、避難所
の場所を子ども未来プ
ラザ及び基幹児童館と
決定し、その仕組みづく
りの調整を実施したた
め、検討会の開催はあ
りませんでした。

危機管理課
地域保健課
子育て政策課
子ども・若者担当
課
子育て施設支援
課
保育課
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（５）みんなで子育て︕

2 3 4 5 6

国語、算数について、葛
飾区平均正答率と全国
平均正答率との差（ポ
イント）

全国学⼒・学習状
況調査（⽂部科学
省）
上段︓小学校
下段︓中学校

-
-

0.55
-0.9

1.1
-1.7

-
-

-
- ％

令和2年度は、新型
コロナウイルス感染症
の影響により未実施
です。

授業への集中度 区学習意識調査 79.1 88 87 -
-

-
- ％

※学⼒伸び伸びプラ
ンは令和２年度で廃
⽌、令和３年度から
総合的な学⼒向上
事業に再構築のうえ
実施しています。

国語、算数・数学につい
て、葛飾区平均正答率
と全国平均正答率との
差（ポイント）

全国学⼒・学習状
況調査（⽂部科学
省）
上段︓小学校
下段︓中学校

-
-

-
-

-
-

0.2
-1.4

-0.1
-1.3 ％

学校教育アンケートの
「学校は、教育⽬標や
学年・学級の⽬標等を
保護者に分かりやすく伝
えている。」の肯定的回
答

学校教育アンケート -
-

-
-

-
-

83
73

84
73 ％

5-1-2 体⼒向上のための取組

　児童・生徒の体⼒測定値が都平均値を上回
ることを⽬指して、子どもの体⼒調査を継続的
に実施するとともに、⽬標を掲げ、各学校で子ど
もの体⼒向上に向けた特⾊ある取組を推進し
ます。

★子・若計画P123
　体⼒調査結果を基に、「かつしかっ子体⼒アッププ
ログラム」を策定し、小・中学校で取り組みます。ま
た、体育の授業を充実させることで、運動好きの子ど
もの育成と体⼒の向上を図ります。

体⼒調査の判定結果 都の平均を上回る
学校の⽐率 ー 小　54

中　50
小　58
中　45

小　62
中　42 - ％

令和2年度は、新型
コロナウイルス感染症
の影響により未実施
です。
令和６年度からデー
タ化されたが、学校ご
との結果を閲覧するこ
とができないため、記
載なしとなっています。

教育指導課

5-1-3 特⾊ある学校づくり推進
　学校や地域の実態を生かした教育活動を重
点化して、予算を重点的に配分する等、「特⾊
ある学校づくり」に取り組みます。

★子・若計画P123
　特⾊ある学校づくりで計画している事項を中心に、
各学校の児童・生徒、地域の実態に応じて、ふるさ
と葛飾に誇りをもてる取組を推進します。

特⾊ある学校づくり実施
学校数 74 74 74 74 74 校 教育指導課

研修参加者数 ー 1,513 1,091 1,607 1,726 人

研修会実施回数 ー 9 9 9 9 回

番号 事業名

教育指導課

★子・若計画P123
　ＩＣＴ活⽤による子ども一人一人の個別最適な
学びの実現や、主体的に学びに向かう⼒を伸ばす協
働的な学びの充実を進めます。
　また、教員の指導⼒向上や、ＰＤＣＡサイクルに
基づいた授業改善の取組を推進します。
　さらに、小学校の学習指導補助員の配置、中学
校における⾃学⾃習の取組、デジタル教材を活⽤し
た取組を総合的に進めます。

所管課単位

　学校⻑が⾃校の学⼒の実態に即して策定し
た学⼒向上プランを支援し、児童・生徒の学⼒
の向上を図ります。

備考欄年度ごとの実施状況

指導室

事業概要 今後の取組の方向性 評価指標 指標説明
（参考）

　各校において、基礎的、基本的な学⼒の向上や
学習規律の定着を図るための指導員及び指導補
助員の配置、東京ベーシック・ドリルを活⽤した取
組、学習ノート等を活⽤した⾃主学習の取組を推
進します。
　また、各校の取組の中から成果が上がっている効
果的な取組については、共通の取組として、実施し
ます。

新規・
拡充

5-1-1 葛飾学⼒伸び伸びプランの推
進

5-1-1 総合的な学⼒向上事業 再編
　これまでの学⼒向上の取組を更に発展させる
とともに、子ども一人一人の学びの充実、授業
の充実、教員の指導⼒向上を図ります。

5-1-4 教員の資質・能⼒の向上

　全ての教員がその職としての特性や個々のラ
イフステージに合わせて資質・能⼒が向上できる
ように、様々な研修や研究活動を充実させま
す。

　全ての学校・園で、研究主任を中心として、研究
や研修を推進するとともに、区全体での授業⼒の向
上及び「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け
た授業改善を図ります。各校の教育課題に対応した
研究については、積極的に「教育研究指定校」とし
て指定し、研究発表等で成果を区内全校で共有し
ます。

令和2年度は、新型
コロナウイルス感染症
の影響により未実施
です。

教育指導課
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2 3 4 5 6
番号 事業名 所管課単位 備考欄年度ごとの実施状況事業概要 今後の取組の方向性 評価指標 指標説明

（参考）
新規・
拡充

5-1-5 葛飾スタンダードの推進

　本区の児童・生徒が、学校での生活や学習
において、義務教育終了までに、これだけは⾝
に付けてほしい、また、それをよりどころにして努
⼒してほしいといった生活・学習の基準に基づ
き、取り組みます。

★子・若計画P121
　児童・生徒の学⼒向上のために、「かつしかっ子学
習スタイル」、「葛飾教師の授業スタンダード」を実施
します。
さらに、区学⼒調査を基に、各学校に具体的な学
⼒向上のための計画を⽴てさせて定着を図れるよう
にしていきます。

学校に⾏くのが楽しい児
童・生徒の割合 区学習意識調査 75.9 80 79 78.5 80 ％ 教育指導課

5-1-6 教育情報化の推進

　未来の創り⼿となる子どもたちが、これからの
時代に求められる資質・能⼒を確実に備えるこ
とができる学校教育を実現するため、学校にお
けるICT環境の整備や授業及び校務における
ICTの活⽤等、教育の情報化の推進を図りま
す。

★子・若計画P125
　新学習指導要領を踏まえた学校教育を実現して
いくためには、学習⽤タブレットＰＣや大型提示装
置等の環境面の充実、教員のＩＣＴ活⽤指導⼒
の向上が必要となります。そのため、「かつしか教育情
報化推進プラン」に基づき、着実に教育の情報化に
取り組みます。

児童・生徒⽤タブレットを
「⽇常的に活⽤してい
る。」と回答した教員の
割合

葛飾区教育情報化
に関するアンケート調
査

20.6 38 29 32 40 ％
教育指導課
学校教育推進
担当課

スクールカウンセラーへの
相談件数 30,654 30,176 31,524 ー ー 件

適応指導教室への入室
者数 110 117 144 ー ー 人

適応指導教室（ふれあ
いスクール明石）への入

室者数
ー ー ー 117 99 人

校内適応教室（校内サ
ポートルーム）設置校数 ー ー ー 12 15 校

5-1-7

　スクールカウンセラーを活⽤した学校教育相談体
制の強化、スクールソーシャルワーカーの配置、教育
相談、適応指導教室、就学相談をはじめとする特
別支援教育関係業務の総合教育センターにおける
一本化により、相互連携体制及び学校支援体制を
強化します。

不登校対策プロジェクト 再編

　不登校やその傾向にある子ども一人一人の状
況に応じた支援策について、教員経験者と心
理専⾨員が学校と定期的に協議し、学校が家
庭と連携して子どもの将来に向けた社会的な⾃
⽴を支援します。
　また、登校できない状況にある子どものため、
「ふれあいスクール明石（適応指導教室）」を
運営するとともに、登校はできるものの教室に入
ることができない子どもを支援するための「校内
適応教室」を計画的に増設していきます。

★子・若計画P131
　不登校児童・生徒数は年々増加しているため、ふ
れあいスクール明石の入室対象とする学年の拡大、
バーチャルラーニングプラットフォーム事業の参加を実
施し、児童・生徒、保護者、学校が選択できる登校
支援策を広げます。
また、中学校における校内サポートルームを令和８
年度までに全中学校に設置し、小学校における設
置増を検討します。
さらに、不登校児童・生徒への対応を取りまとめた
「葛飾区不登校児童・生徒支援スタンダード」を発
⾏し、各学校が不登校児童・生徒に寄り添った支援
を⾏えるようにするとともに、不登校の未然防⽌及び
早期支援を図っていきます。

学校施設担当
課

学務課
総合教育セン
ター教育支援

課

5-1-7 いじめ・不登校への対応

　いじめや不登校の予防対策や発生後の対策
として全校に配置したスクールカウンセラー等を
活⽤し、きめ細かく、粘り強く組織的に対応しま
す。

指導室
学校教育支援
担当課
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2 3 4 5 6
番号 事業名 所管課単位 備考欄年度ごとの実施状況事業概要 今後の取組の方向性 評価指標 指標説明

（参考）
新規・
拡充

いじめの解消率（小学
校）

解消件数／認知件
数 ー ー ー 61.7

未確定
※12⽉

以降確定
%

いじめの解消率（中学
校）

解消件数／認知件
数 ー ー ー 57.8

未確定
※12⽉以

降確定
%

5-1-9
連続する学びの場の充実（幼
保小・小中・中高連携教育の
推進）

拡充

　「小1問題」の解消に向けて、幼稚園、保育
所、小学校が連携し、円滑に接続する仕組み
を構築します。
　また、義務教育９年間で学ぶ内容等を⾝に
付けることができるよう学習方法や指導方法等
を共有し、中学校への円滑な接続を⾏います。
　さらに、区内都⽴高等学校と中学校が連携
して進路指導等の充実を図ります。

★子・若計画P124
　幼児期に⾝に付けたい基礎的・基本的な⼒や幼
児期の終わりまでに育ってほしい姿、生活習慣を共
有し、区内の公⽴・私⽴幼稚園・保育所、小学校
の連携ブロックによる実践を推進することで、小学校
への円滑な接続を⾏います。
　また、「かつしかっ子学習スタイル」や「葛飾教師の
授業スタンダード」の取組を推進することで、学習方
法や指導方法を共有します。
　さらに、区内都⽴高等学校における進学重点教
室や中高連携進路説明会を開催し、進路指導の
充実を図ります。

幼保小連携教育連絡
会開催数 ー 3 3 3 3 回

R2年度は、新型コロ
ナウイルス感染症の影
響により未実施です。

子育て政策課
子育て施設支
援課
保育課
教育指導課

5-1-10 学校施設の改築 拡充

　子どもが安全・安心に、楽しく学校生活を送る
ことができるよう教育環境を充実し、学校での
教育活動をより活発で効果的なものにするた
め、学校施設の改築を進めます。

★子・若計画P184
　少子化や再開発等による児童・生徒数の増減を
踏まえ、通学区域の変更も視野に入れ、学校の適
正規模を確保しながら学校改築事業を進めていきま
す。
　学校改築を進めていくに当たっては、これまで実施
してきた内容をしっかりと継続、改善するとともに、導
入設備等の費⽤対効果を確認しながら、ＺＥＢＲ
ｅａｄｙを⽬標とした省エネルギー化、可能な限り
の太陽光発電システムを設置します。
　また、施設規模のコンパクト化・最適化を図り、新
たな機能と改築経費のバランスが取れた整備を進め
ます。

子どもたちにとって学校の
施設や設備が充実して
いると回答した保護者の
割合

学校教育アンケート ー 65 64 66.2 66 ％ 令和３年度から集計
開始しています。

学校施設整備
担当課

5-1-11 理数教育の充実 　児童・生徒の理科・数学への興味・関心と知
的好奇心等を育成します。

★子・若計画P124
　東京理科大学との連携や科学教育センターでの
実験教室により、理科好きな子どもを育てるととも
に、葛飾みらい科学研究コンクール等、探究的な活
動の支援を⾏います。
　また、理科授業充実のために、理科支援員を配置
し、実験や観察のサポートをするとともに、大学連携
により、算数・数学の授業改善につながる研究を推
進します。

算数・数学・理科が好き
な児童・生徒の割合

葛飾区学習意識調
査 66.8 68 67 65 65 ％ 教育指導課

5-1-8 いじめ防⽌対策プロジェクト 再編

　区、学校、地域が連携・協⼒して、いじめ防
⽌の徹底を図るほか、いじめの兆候が⾒えた場
合は、当該学校において速やかに学校いじめ対
策委員会で協議し、早期に組織的な対応を⾏
います。
　また、学校の適切な初動対応のため、引き続
き学校現場の相談を受け、問題解決を図るた
めのスクールロイヤーを配置します。

★子・若計画P129
　葛飾区いじめの未然防⽌・早期発⾒・早期対応
スタンダード」を活⽤し、学校におけるいじめ認知の意
識を高めるとともに、授業や保護者会等において子ど
も・保護者への周知を進めることで、いじめの未然防
⽌・早期発⾒・早期対応を図ります。いじめの兆候
が⾒えた場合は、当該学校において、速やかに学校
いじめ対策委員会で協議し、早期に組織的な対応
を⾏います。
また、区がいじめ発生の報告を受けた段階で速やか
に学校と連携して対応する体制を整え、いじめの解
消率の向上を図るほか、教育委員会に弁護士資格
を持つ職員を配置し、複雑化するいじめの問題に学
校が迅速かつ適切に対応するための支援を⾏いま
す。
さらに、葛飾区いじめ問題対策連絡協議会において
関係機関との連携を図るとともに、葛飾区教育委員
会いじめ問題対策委員会においていじめ防⽌のため
の実効的な対策を協議します。

教育指導課
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2 3 4 5 6
番号 事業名 所管課単位 備考欄年度ごとの実施状況事業概要 今後の取組の方向性 評価指標 指標説明

（参考）
新規・
拡充

特別支援教室において
特別な指導を受けた児
童生徒数（上段︓小
学校、下段︓中学校）

960
222

1,046
228

981
253

914
213

996
240 人

⾃閉症・情緒障害特別
支援学級において特別
な指導を受けた児童生
徒数（上段︓小学校、
下段︓中学校）

5
6

5
10

9
14

13
16

19
20 人

5-1-13
かつしかグローバル人材育成事
業（英語によるコミュニケーション
能⼒育成）

新規

　これからの社会をたくましく生き抜くことができる
人材を育成することを⽬指し、「英語によるコミュ
ニケーション能⼒」を育成できる環境を整備する
とともに、そこで得られた資質や能⼒が⼗分に発
揮できる取組を実施します。

★子・若計画P121
　中学校では、イングリッシュキャンプ、海外とのオンラ
イン交流、英語検定料の助成等、外国語に関する
学習意欲を高める取組（Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｈ
ａｌｌｅｎｇｅ）を⾏います。
　また、小学校では、体験型英語学習施設「ＴＯ
ＫＹＯ　ＧＬＯＢＡＬ　ＧＡＴＥＷＡＹ」のプロ
グラム体験、「Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｄａｙ」を設定
し、外国語科及び外国語活動の授業を積極的に
公開し、充実を図ります。

中学校第３学年の生徒
のうち、英検3級以上を
取得している生徒数

英語教育実施状況
調査 1,001 900 1,133 1,044 1,151 人 教育指導課

にほんごステップアップ教
室利⽤者数 76 38 78 127 140 人

新型コロナウイルスが
収束し、来⽇者が増
加しています。

⽇本語学級の利⽤者数 169 144 129 173 248 人

5-1-15 学習センター（学校図書館）
の整備 新規

　児童・生徒が主体的に考え、学べる環境をつ
くり、授業において、学習センター（学校図書
館）を活⽤し、調べ学習の充実を図ります。加
えて、放課後や⻑期休業中等に学習センター
（学校図書館）を活⽤し、⾃学⾃習の習慣
化に取り組みます。

★子・若計画P121
　⾃学⾃習をする生徒の学習状況を⾒守る人材を
配置します。
　また、学校図書館コーディネーターを教育指導課に
配置し、学校司書の資質向上を図り、授業における
学習センター（学校図書館）の活⽤を推進しま
す。

学校図書館を利⽤して
いる回数

教育課程実施状況
調査 21,741 36,072 35,648 33,075 32,887 回 学務課

教育指導課

5-1-12 特別支援教育の充実 拡充

　教育委員会と福祉・医療等の関係機関と
の、より一層の連携・協⼒を進め、乳幼児期か
ら⻘年期に⾄るまでの一貫した教育支援を⾏
います。
　また、学校における子ども一人一人の教育的
ニーズに応じた適切な指導や支援を進めるため
に、教育委員会内の体制を充実します。

　引き続き、特別支援教室を全小・中学校で実施
するとともに、⾃閉症・情緒障害特別支援学級を
小・中学校各２校で運営していきます。
　また、特別支援教育に関する教員の専⾨性の向
上、保護者の支援体制の構築及び特別支援教室
を退出した児童・生徒が在籍学級で適切な支援を
受けられる体制を構築していきます。

総合教育セン
ター教育支援
課

新規

　来⽇直後等で、⽇常の学校生活で使う⽇本
語や生活習慣についての指導が必要な児童・
生徒に対して⽇本語の初期指導を⾏う「にほん
ごステップアップ教室」を運営します。
　また、小学校２校、中学校２校に設置した
⽇本語学級において、授業に必要な⽇本語の
指導を⾏います。さらに、⽇本語の理解が⼗分
でない児童・生徒及びその保護者と教職員との
間の意思疎通を支援するため、通訳派遣等を
⾏います。

★子・若計画P131
　海外からの転入者が増加しているため、今後、にほ
んごステップアップ教室や⽇本語学級の増設について
検討します。
　また、にほんごステップアップ教室と⽇本語学級の連
携を深めます。
　さらに、同時翻訳機の導入を検討します。

総合教育セン
ター教育支援
課

5-1-14 ⽇本語指導の充実
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2 3 4 5 6
番号 事業名 所管課単位 備考欄年度ごとの実施状況事業概要 今後の取組の方向性 評価指標 指標説明

（参考）
新規・
拡充

受入施設数

中学生の職場体験
の保育園・幼稚園・
児童館における受入
施設数

ー 7 89 230 215 箇所

受入人数 同受入れ人数 ー 35 375 713 634 人

講座の延べ実施回数
家庭教育応援制度
を利⽤した学習会の
実施回数

3 8 10 26 35 回

講座の延べ参加者数
家庭教育応援制度
を利⽤した学習会の
参加者数

66 265 425 876 1,267 人

講座の延べ実施回数 家庭教育講座の実
施回数 8 8 8 8 8 回

講座の延べ参加者数 家庭教育講座の延
べ参加者数 324 322 371 331 336 人

中学校部活動参加生
徒数 7,122 7,284 7,135 6,954 7,091 人

部活動顧問指導員数
（令和3年度までは地
域顧問指導者）

26 32 29 49 66 人

部活動地域指導者数
（令和3年度までは地
域技術指導者）

135 153 165 185 236 人

5-2-5 ⾷育リーダー研修会

　各学校で⾷育推進チームを編成し、⾷育リー
ダーを選任して、「⾷育全体計画」を作成すると
ともに、家庭や地域との連携を図りながら、⾷育
の推進を図ります。

★子・若計画P193
　　「⾷育全体計画」を確実に全校で実施します。
　また、栄養教諭、栄養士の活⽤を更に推進しま
す。

実施校数

学校のすべてのクラス
において⾷育に関す
る指導を⾏った学校
数

74 74 74 74 74 校 教育指導課

5-2-2 家庭教育関連事業

5-2-3

　元小学校校⻑やスクールカウンセラーを講師と
した「小学校ってこんなところ教室」を開催するこ
とにより、保護者及び就学前の幼児の不安を
軽減します。

地域教育課家庭教育講座

部活動の充実 教育指導課
地域教育課

地域教育課

5-2-4

★子・若計画P193
（１）家庭教育の啓発推進
　広報紙や区ホームページ、ＳＮＳを活⽤し、基本
的な生活習慣・マナーを⾝に付けることや家庭教育
の大切さについて効果的な啓発の推進を図ります。
（２）保護者への支援
　家庭教育応援制度におけるオンライン開催を支援
するなど、家庭教育に関する保護者の学習機会を
増やすとともに、保護者同士の交流を深めることで、
子育てに悩む保護者を支援します。
（３）⾃主的な活動への支援
　ＰＴＡ活動への支援に加え、子どもの育成に関わ
る活動を⾏う団体に対し、⾃主的に家庭教育を学
べる機会の提供や活動を支援する取組を進めます。

　子育てや家庭教育に関する⾃主的な学習を
推進するために「家庭教育応援制度」を設け、
専⾨の講師を派遣します。
　また、朝⾷の摂取状況や就寝時刻のチェック
を通して子どもの基本的生活習慣に定着を図
ることを⽬的とした「早寝・早起き、朝ごはん⾷
べようカレンダー」や基礎的な社会ルールや家庭
教育の大切さを保護者に伝えるパンフレット「か
つしか家庭教育のすすめ」を作成・配付します。

★子・若計画P196
　地域連携を引き続き実施するとともに、中学校部
活動の地域移⾏に向けた協議会にて検討を進め、
本区にふさわしい地域連携・地域移⾏を推進しま
す。

★子・若計画P194
　地域において保護者同士が家庭の教育⼒の向上
を図り、子どもの育成を支援する取組を推進するた
め、保護者から好評を得ている家庭教育講座は、
集合型やオンライン型の講習会実施方法を検討し、
参加者数の更なる拡大を図ります。

　中学校の部活動指導にあたる教員の減少や
異動による部活動の休部⼜は廃部を防ぐととも
に、部活動の適切な指導を⾏うため、地域顧
問指導者⼜は地域技術指導者を配置し、部
活動の円滑な運営を支援します。

5-2-1 乳幼児とのふれあい体験事業
　保育所、認定こども園、幼稚園等において、
小学生・中学生・高校生等が小さな子どもとふ
れあう場を設けます。

★子・若計画P114
　次の親世代を育成するという視点から、子どもたち
に命の大切さや親になることの意味を考える場を提
供することを推進します。

子育て政策課
子育て施設支
援課
保育課
教育指導課
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2 3 4 5 6
番号 事業名 所管課単位 備考欄年度ごとの実施状況事業概要 今後の取組の方向性 評価指標 指標説明

（参考）
新規・
拡充

子ども会加入団体数
葛飾区子ども会育
成会連合会加入団
体数

68 62 60 60 58 団体

子ども会員数
葛飾区子ども会育
成会連合会加入団
体の子ども会員数

4,226 3,633 3,555 3,604 2,995 人

⾏事の実施回数
⻘少年育成地区委
員会が実施した⾏
事の回数

ー 31 65 222 210 回

⾏事の参加人数
⻘少年育成地区委
員会が実施した⾏
事の参加人数

ー 1,210 7,347 23,913 21,418 人

延べ実施回数 134 121 165 166 142 回

ＮＰＯとの協働による子ど
も⽂化芸術教室は例年
子ども夢クラブとものがたり
⽂化の会の２団体で事業
を⾏っていますが、子ども夢
クラブについては、代表者
の体調不良により、令和
６年度の事業が全て中⽌
となっています。

延べ参加者数 1,641 1,529 3,280 5,588 5,736 人

ヤングアダルトコーナー蔵
書数 61,928 61,819 62,688 63,181 60,329 冊

中高生の貸出冊数
１３歳から１８歳ま
での利⽤者の年間
貸し出し冊数

73,398 64,799 57,961 51,023 48,480 冊

中高生の登録者数
１３歳から１８歳ま
での図書館利⽤登
録者数

19,997 17,839 17,346 15,354 16,442 人

★子・若計画P195
　⻘少年育成地区委員会や⻘少年委員との協働
により、⻘少年の健全育成を推進します。

地域教育課

★子・若計画P203
　より多くの子どもに参加してもらえるよう、各世代の
ニーズを捉えた魅⼒的な内容を展開するなど講座内
容の充実を図ります。

HIPHOP教室、ふれ
あいスポーツジュニア
（卓球・バトミント
ン）、オープンスペース
空⼿、そうさく教室、Ｎ
ＰＯとの協働による子
ども⽂化芸術教室、お
はなし会、かつしか進
路フェア、堀切大凧揚
げ大会、親子凧づくり
教室の参加者数

生涯学習課

　中高生向けの資料の充実を図りながら、ヤン
グアダルトコーナーの利⽤を促進します。
　また、グループ学習のできるスペースの提供を
⾏い、中高生の利⽤促進を図ります。

令和２年度は、新型
コロナウィルス感染症
拡大により予定してい
た⾏事が中⽌、令和
３、４年度は、規模
を縮小するなど、一部
の⾏事が開催されて
います。令和5年度は
全面的に⾏事が開催
されています。

★子・若計画P203
　資料の充実に努め、進路、生きるための資料や
中・高校生の興味のある資料を揃えます。
　また、季節ごとの特集を組み、資料の利⽤促進を
図ります。さらに、スペースの提供により、中・高校生
が気軽に図書館を利⽤できるように努めます。

中央図書館

地域の子ども会活動の充実 地域教育課
　地域の子ども会やジュニア・リーダーの活動の
充実を図り、子どもたちが地域⾏事へ主体的に
参加する取組を推進します。

5-2-8 ⻘少年対象事業

　⻘少年育成地区委員会や⻘少年委員会の
協⼒を得ながら、⻘少年の地域⾏事への参画
を推進します。

★子・若計画P195
　子ども会育成会連合会との共催事業でもあるジュ
ニア・リーダー講習会で、子ども会のリーダーを育成
し、子ども会活動の充実を図ります。

　⻘少年が学び交流館等、区の施設を利⽤し
ながら仲間と交流を深め、活動できるよう各種
事業を実施します。

5-2-7

5-2-6

⻘少年の地域参画の推進

5-2-9 図書館のヤングアダルトコーナー
の充実
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2 3 4 5 6
番号 事業名 所管課単位 備考欄年度ごとの実施状況事業概要 今後の取組の方向性 評価指標 指標説明

（参考）
新規・
拡充

5-2-10 中学生職場体験事業
　総合的な学習の時間を中心に中学校２年
生が社会の一員として社会性、職業観や勤労
観を養うため実施します。

★子・若計画P114
　特⾊ある教育活動とも連動して、地域の事業所に
も協⼒要請をして連携し、調べる、考える、発表する
等の学習活動を確実に実施します。

総合的な学習が好きな
生徒の割合 区学習意識調査 79 75 74 77 78 ％ 教育指導課

学校地域応援団設置
校数 73 73 73 73 73 校

学校を支援する様々な
教育活動への参加者数
（延べ人数）

ボランティア活動に参
加した延べ人数 19,446 20,193 27,598 29,675 30,098 人

5-2-12
放課後子ども事業
（わくわくチャレンジ広場）

　放課後子ども事業（わくわくチャレンジ広場）
とは、小学校の放課後や三季休業⽇等の学校
休業⽇に、空き教室や体育館・校庭等を使⽤
し、児童が地域の方々の⾒守りの中、安全かつ
安心して⾃由に遊び、学ぶことができる場所で
す。⾃由遊びとともに、学習や⽂化・スポーツ活
動等、内容の充実を図り、子どもたちの⾃主
性、社会性及び創造性を育みます。登録制に
よる⾃由参加です。

★子・若計画P202
（１）実施⽇数の拡大
　児童指導サポーターや運営委員会、学校の意⾒
を調整し、協⼒を得ながら受入体制が整い次第順
次実施⽇数を拡大します。
（２）対象学年の拡大
　児童指導サポーターや運営委員会、学校の意⾒
を調整し、協⼒を得ながら受入体制が整い次第順
次対象学年を拡大します。
（３）学習、⽂化・スポーツプログラムの充実
　児童に多様な体験・活動を提供するため、学習、
⽂化・スポーツプログラムの充実を図ります。
（４）児童指導サポーターの活性化
　様々な世代の人材を確保し児童指導サポーター
の活性化を図るため、地域の方々や小学校ＰＴＡ
等に児童指導サポーターの募集を⾏います。
（５）児童館及び学童保育クラブとの連携
　近隣児童館と連携した「出前児童館」や校内学
童保育クラブとの共通プログラムの実施の拡大を図り
ます。

わくわくチャレンジ広場の
対象学年を1年生からと
する校数

22 24 24 24 26 校

新型コロナウイルスの
影響等により、事業を
休⽌⼜は縮小してい
た学校があり、実際の
実施状況と異なる場
合があります。

放課後支援課

実施回数 ー ー 6 9 11 回

参加者数 ー ー 91 143 188 人

5-2-13 子ども⾷育クッキング
　児童期から料理づくりの楽しさを体験し、⾷へ
の関心を育む「子ども（親子）⾷育クッキング」
の事業を区内各所で開催します。

★子・若計画P194
（１）学校地域応援団の活動支援
　学校地域応援団事業が持続可能なものとなるよ
う、地域コーディネーターによる学校とボランティア間の
調整機能を強化します。そのために、研修会や情報
交換会を実施するなど、３者が学校地域応援団の
課題や解決策を共有し、円滑な活動ができるように
支援します。
（２）学校支援に参加しやすい環境づくり
　学校や地域住⺠への冊子の配布や広報紙、区
ホームページ等を活⽤し、学校地域応援団事業に
ついての普及啓発を⾏い、地域住⺠が気軽に学校
支援に参加できる環境づくりを進めます。

　葛飾区の特⾊をいかすため、地元の⾷⽂化を学べ
る講座の開催や、地域で活動する団体に講師を依
頼し、⼿打ちそば教室等を開催するなど、内容の充
実を図ります。

令和２〜３年度は
新型コロナウイルス感
染拡大防⽌のため未
実施です。

生涯学習課

　学校の求めに応じて、これまで学校と地域で
築いてきた様々な学校支援の活動を継承しな
がら、学校・家庭・地域が一体となって学校の
教育活動を支える仕組みです。活動内容は、
学習活動の支援、体験学習活動の支援、家
庭教育⼒の向上等、多岐にわたっています。地
域や保護者による様々な活動を継承・発展さ
せ、組織的なものにすることで、より効果的な学
校支援を⾏い教育の充実を図ります。

地域教育課5-2-11 学校地域応援団活動支援事
業
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2 3 4 5 6
番号 事業名 所管課単位 備考欄年度ごとの実施状況事業概要 今後の取組の方向性 評価指標 指標説明

（参考）
新規・
拡充

中学生以下の地域ス
ポーツクラブ会員数 年度末の数値 362 366 376 352 360 人

親子対象スポーツ教室
等プログラム数 年度末の数値 6 6 5 5 5 数

延べ実施回数 7 7 6 5 4 回

延べ受講者数 179 166 144 147 211 人

5-2-16 地域の子育てボランティアの活
⽤

　地域の子育て経験の豊富な方々にボランティ
アとして乳幼児の保育を⼿伝ってもらったり、地
域の方々が持っている様々な子育て支援のノウ
ハウを活⽤します。

★子・若計画P191
　地域の子育て経験者がその経験等を生かし、子
育て中の保護者を支援していけるような場を提供す
るほか、ボランティアの育成・支援を図り、協働して地
域の子育て支援のニーズに対応します。

保育ボランティア延べ活
動者数 974 937 1,093 2,243 2,490 人

新型コロナウイルス感
染症の感染状況が緩
和し、⾏事等の活動
回数が増加傾向と
なったため、保育ボラ
ンティア延べ活動者数
も増加しています。

子育て政策課

5-2-17 子育て支援ボランティア派遣事
業

　未就学児がいる家庭に研修を受けたボラン
ティア（養成講座修了者）が定期的に訪問
し、親の話を傾聴しながら子育てを支援します。

★子・若計画P178
　児童虐待の予防のため、適切な援助を⾏います。 延べ派遣件数 205 109 244 324 374 件 子ども家庭支

援課

5-2-18 ブックスタート事業

　乳幼児健康診査時に絵本の入ったブックス
タートパックを渡して絵本読みを⾏います。一緒
に絵本を読むことの楽しさや絵本を介して子ども
とふれあうことの喜びを伝えます。

★子・若計画P98
　保健センターと協⼒して⾏うブックスタート事業及び
４か⽉児〜２歳児向けの図書リストの作成を継続
します。
　また、０歳から親子で参加できる事業及び小学生
向けの事業の充実を図り、より良い本との出会いを
提供します。

配付数 ブックスタートパックの
配付数 1,731 1,870 3,208 2,845 2,804 部 中央図書館

5-2-19 セカンドブック事業

　３歳の「乳幼児健康診査のお知らせ」と一緒
に引換券を送付します。引換券と⺟子健康⼿
帳を持って、図書館に来館してもらい、絵本１
冊と本の紹介のリーフレットと読書⼿帳・図書館
の⾏事案内を⼿渡し、絵本の楽しさや大切さを
伝えます。

★子・若計画P98
　保健センターと協⼒して⾏うセカンドブック事業及び
セカンドブックも含む３歳〜６歳児向けの図書リスト
の作成を継続し、より良い本との出会いを提供しま
す。

配付数 セカンドブック配付数 2,266 1,872 1,925 1,836 1,773 部 中央図書館

　葛飾区とのスポーツ協働事業や学校との連携
事業を推進する等、かつしか地域スポーツクラブ
が、地域スポーツの担い⼿として重要な役割を
果たすよう、更なる育成と活動の充実を図り、
地域におけるスポーツ環境を整備します。

★子・若計画P197
　引き続き学校連携事業を着実に進めます。
また、親子でスポーツに親しむ地域のスポーツ環境の
醸成を図ることを⽬的に、親子を対象としたスポーツ
プログラムを増やします。

5-2-15 かつしか区⺠大学
　地域の教育⼒の向上や子どもたちの健全育
成を図るため、区⺠大学で子どもに関わるボラン
ティアを育成・支援する講座を実施します。

★子・若計画P196
　「地域の人材育成」は、かつしか区⺠大学重点方
針の１つであり、今後も継続して地域の教育⼒の向
上や子どもたちの健全育成を図るため、講座内容や
周知方法等を⾒直し、区⺠大学で子どもに関わるボ
ランティアを育成・支援する講座を実施します。

学校図書館ボラン
ティア講座、遊びの
パートナー講座
※他所管主催の関
係講座の回数、受
講者数は含めない。

生涯学習課

生涯スポーツ課5-2-14 かつしか地域スポーツクラブを中
心としたスポーツ環境整備
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番号 事業名 所管課単位 備考欄年度ごとの実施状況事業概要 今後の取組の方向性 評価指標 指標説明

（参考）
新規・
拡充

配付数（小学校） 児童・生徒への配付
数 3,600 3,554 3,525 3,388 3,353

配付数（中学校） 児童・生徒への配付
数 3,413 ー ー ー ー

令和3年度から区内
公⽴中学校１年生
に電子書籍が利⽤で
きる利⽤者IDとパス
ワードを配付しました。

5-2-21 産業教育の充実
　区内小・中学生の区内産業に対する理解を
深めるため、産業啓発冊子の発⾏、産業フェア
の⾒学等による学習の機会を提供します。

★子・若計画P113
　産業啓発冊子（わたしたちのまちの産業）での区
内の商⼯業・観光業・農業の紹介と、産業フェアで
の⾒学により、小・中学生の学習機会の提供を継続
していきます。

啓発イベント参加者数 産業フェアの学校⾒
学参加者数 ー ー 2,610 2,828 2,628 人

令和２・３年度は、
新型コロナ感染拡大
防⽌のため、学校⾒
学は中⽌となっていま
す。

商⼯振興課

5-2-22 子ども・若者活動団体支援 新規

　社会生活を営むうえで、様々な困難や事情を
有する区内の子ども・若者を対象に支援を⾏う
地域活動団体に対し、活動の⽴上げに係る経
費や運営経費の一部を補助し、活動を支援し
ます。

★子・若計画P192
　区と地域活動団体が連携を強化し、困難等を有
する子ども・若者を適切に支援するため、地域活動
団体に対して区や関係機関の事業紹介や研修等を
実施していきます。

連絡会参加団体数

助成⾦交付団体及
び子ども・若者支援
を⾏う助成⾦未申
請団体

16 18 23 30 23 団体 子ども・若者担
当課

5-2-20 かつしかっ子ブック事業 拡充

　児童・生徒が読書に親しむ機会を積極的に
支援するため、教育⻑からのメッセージを添えた
「かつしかっ子ブック」を成⻑の節⽬を迎える小
学校１年生にお渡しします。
　入学時に、教育委員会が勧める図書リストか
ら児童に希望の本を選んでもらい、読書⼿帳と
ともに、学校等を通じてお渡しします。
　また、区内公⽴中学校１年生一人一人に
電子書籍を活⽤していただくため、利⽤者IDと
パスワードを配付し、電子書籍の積極的な利
⽤を支援するため職員が中学校を訪問し利⽤
の説明を⾏います。

★子・若計画P115
　児童・生徒が読書に親しむ機会を積極的に支援
します。

部 中央図書館
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（６）つながる子育て︕

2 3 4 5 6

箇所数 6 6 6 6 6 箇所

年間延べ訪問回数 314 255 282 257 400 回

要保護児童対策地
域協議会開催回数
(代表者会)

1 1 1 1 1 回

事例検討会開催回
数

実務者会議＋援助
調整会議 228 217 203 180 172 回

6-1-3 要支援児童一時預かり事業
　保護者による適切な養育が一時的に困難と
なった児童に対して、区が短期的に養育を⾏い
ます。

★子・若計画P179
　児童虐待の予防のため、適切な援助を⾏います。 延べ利⽤泊数 23 76 36 41 7 泊 子ども家庭支

援課

定員 5 5 5 5 6 人

箇所数 1 1 1 1 1 箇所

年間延べ利⽤人員 880 1,058 1,148 1,375 1,504 人

相談の活動件数 45,627 94,597 114,220 126,628 127,209 件

子どもの心理療法実
施延べ件数 213 323 495 135 206 件

親のカウンセリング実
施延べ件数 378 383 370 305 269 件

6-1-6 特定妊婦等電話相談事業
（再掲）

　妊娠が確認できる段階から相談ができるように
します。
　また、相談しやすい環境を整えることで、虐待
の発生を予防し、子どもの健全育成を推進しま
す。

　専⽤回線による相談は、令和５年度をもって事業
廃⽌となっていますが、現在も区公式ホームページに
おいてＱ＆Ａの充実、保健センター等相談窓⼝を
掲載することで、幅広い世代が情報をキャッチできる
ようにしています。妊娠届出時にワンストップでゆりか
ご面接を実施し、特定妊婦等を早期に把握すること
により、必要な相談・支援を切れ⽬なく⾏っていま
す。（令和５年度事業廃⽌）

相談件数 52 53 26 20 ー 件 令和5年度末
事業終了

子ども家庭支
援課

6-1-5 子どもと親に対する相談・支援
の実施（再掲）

　「子どもとの接し方がわからない」「子どもの愛し
方がわからない」等の悩みを持つ親に対する相
談支援を通して、虐待を予防します。

★子・若計画P90
　相談員が保護者とともに養育方法を考えていきま
す。また、相談員向けの研修を引き続き実施してい
きます。

子ども家庭支
援課

6-1-4 子育て短期支援事業（ショート
ステイ事業）（再掲）

　保護者の病気・出産・出張・育児不安等の
理由で育児が困難なとき、一時的に宿泊を伴
う保育を実施します。

★子・若計画P97
　引き続き事業を実施し、子育て家庭を支援しま
す。
　また、新たな地域での実施について検討するととも
に、利⽤者が利⽤しやすいサービスの提供方法や対
象年齢について検討します。

子ども家庭支
援課

指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標 単位 所管課備考欄年度ごとの実施状況

★子・若計画P178
　支援が必要な方に、適切に支援ができる体制を検
討します。

令和6年度からは
子育て世帯訪問
支援事業に分かれ
ており、過去の指
標で算出していま
す。

子ども家庭支
援課

事業概要

　要保護児童、要支援児童及び特定妊婦に
関する事例検討や連携方法の確認を関係機
関で定期的に⾏い、適切な援助を実施して虐
待を予防します。

　特定妊婦及び産後うつや育児不安の強い⺟
親に対して、ヘルパーや保育士等が家庭を訪
問し、家事や育児に関する相談・支援を⾏いま
す。

★子・若計画P179
　児童虐待の予防のため、関係機関と情報共有を
図る中で、適切な援助を早期に⾏います。

子ども家庭支
援課

番号 事業名 新規・
拡充

6-1-2 要保護児童対策地域協議会

6-1-1 養育支援訪問事業
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2 3 4 5 6
指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標 単位 所管課備考欄年度ごとの実施状況事業概要番号 事業名 新規・

拡充

6-1-7 子育て支援ボランティア派遣事
業（再掲）

　未就学児がいる家庭に研修を受けたボラン
ティア（養成講座修了者）が定期的に訪問
し、親の話を傾聴しながら子育てを支援します。

★子・若計画P178
　児童虐待の予防のため、適切な援助を⾏います。 延べ派遣件数 205 109 244 324 374 件 子ども家庭支

援課

6-1-8 配偶者暴⼒防⽌事業

　配偶者暴⼒（ＤＶ）は、暴⼒を受ける配偶
者だけでなく、同居する子どもの心⾝にも深刻
な影響を及ぼします。配偶者とその子どもたちが
健康で安全に生活することができるようにＤＶ
相談を実施します。
　また、ＤＶの早期発⾒と支援に向けた啓発パ
ンフレットの作成・配布を⾏います。

★子・若計画P175
　ＤＶ被害者が早期に相談することで速やかに支援
を受けられるよう、引き続き相談窓⼝の周知を図りま
す。
　また、ＤＶ防⽌について様々な⾓度から普及・啓
発に取り組みます。

相談件数 626 444 336 308 362 件 人権推進課

6-1-9 児童相談所の設置 新規

　令和５年度を⽬標に児童相談所を設置し、
子どもの安全を守るための一時保護、法的対
応等の介入的対応、保護者に代わって子ども
の養育をする社会的養護まで、区が一貫して
対応するための体制を強化します。

　子どもに関わる全ての機関が連携して、児童虐待
の撲滅に向けた取組をより一層進めます。 整備数 － － ー 1 1 箇所 令和５年10⽉

１⽇設置 児童相談課

保育所障害児入園
者数（公⽴） 62 69 68 70 67 人

保育所障害児入園
者数（私⽴） 90 95 141 186 278 人

学童保育クラブ障害
児入会数（公⽴） 53 49 48 38 42 人

学童保育クラブ障害
児入会数（私⽴） 72 88 99 121 152 人

6-2-2 ５歳児健康診査事業
　保護者の心配や課題のある５歳児に対し
て、保護者・保育所・幼稚園・関係機関と連携
し、適切な支援につなげます。

★子・若計画P87
　５歳児健康診査事業を実施し、発達に課題のあ
る子どもの早期発⾒・支援を⾏います。

5歳児健康診査受
診者数

保護者アンケート提
出数 3,311 3,184 3,032 2,945 2,894 件 子ども家庭支

援課

6-2-3 就学前の子どもの発達相談
（再掲）

　発達に課題のある子どもの保護者⼜は関係
者からの相談を受け、適切な支援を開始しま
す。

★子・若計画P149
　乳幼児の発達に対して不安がある保護者や保育
者等からの相談を受け、発達に課題があり指導・訓
練を必要とする⼜はその疑いがある乳幼児を早期に
発⾒し、適切な支援を⾏うことにより、乳幼児の心
⾝発達を促進します。

発達相談件数 581 692 748 684 726 件 子ども家庭支
援課

　保育所・学童保育クラブでの生活が可能な障
害児を受け入れることで、保護者が安心して就
労と子育てを両⽴できるようにするとともに、障
害のある児童と他の児童とが生活を通してとも
に成⻑できるようにします。

保育所・学童保育クラブにおけ
る障害児の受入れ6-2-1

子育て政策課
子育て施設支
援課
保育課
放課後支援課

★子・若計画P149
　引き続き、障害児を受け入れることにより、障害の
ある児童の保護者の子育て及び児童の成⻑を支援
します。
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2 3 4 5 6
指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標 単位 所管課備考欄年度ごとの実施状況事業概要番号 事業名 新規・

拡充

申請者数 実際の人数 248 302 301 308 312 人

施設利⽤料免除者
数（実人員）

実際の人数（葛飾
区子ども発達セン
ター）

5 2 5 16 14 人

令和元年10⽉
より３歳児以
上の無償化に
該当しない2歳
児以下が対象
となっています。

6-2-5

障害児通所給付
（児童発達支援）
（放課後等デイサービス）
（保育所等訪問支援）

　発達が心配される児童一人一人に、障害児
通所支援サービスを通して発達を支援します。

★子・若計画P147
　相談支援体制の充実とともに、障害児の状況に
応じた適切な療育が受けられるように支援します。

利⽤者数 延べ利⽤者数 17,062 18,952 21,061 23,078 25,412 人 障害福祉課

6-2-6 居宅訪問型児童発達支援事
業 新規

　障害児通所支援を利⽤するために外出する
ことが著しく困難な重度障害のある児童に対
し、子ども発達センターの職員が居宅を訪問し、
訓練等の支援をすることで、社会生活の幅が広
がることを⽬指します。

★子・若計画P147
　在宅の障害児に対し、発達支援の機会を確保
し、訪問支援から通所支援への社会生活の移⾏に
つなげる⽬的を踏まえて、着実なサービス提供を⽬
指します。当面、訪問支援により得た経験値を蓄積
するとともに、支援にかかる技術向上を⽬指し、児童
の個別状況に合わせた適切な在宅から通所への移
⾏支援についての検討につなげます。
　通所への移⾏については、医療的ケア児の受け入
れを⾏っている子ども発達センターはもとより、⺠間事
業所との連携も検討します。

居宅訪問型児童発
達支援延べ利⽤児
童数

子ども発達センターの
居宅訪問型児童発
達支援を利⽤する
児童の延べ人数

ー ー ー 6 0 人

令和6年度は在
籍児童が1名い
たものの、家庭の
事情等で訪問実
績はありませんで
した。

障害者施設課

6-2-7 障害児に関するサービス利⽤計
画作成

　障害児の⾃⽴した生活を支えるため、障害児
に関するサービス利⽤計画を作成し、ケアマネジ
メントによりきめ細かく支援します。

★子・若計画P148
　障害児支援利⽤計画の作成等を通して、保護者
支援を実施します。

サービス利⽤計画作
成件数 延べ作成件数 1,394 1,481 1,744 1,633 1,682 件

障害福祉課
障害者施設課
子ども家庭支
援課

6-2-8 児童発達支援センターの整備
支援 拡充

　児童発達支援センターの整備を計画する社
会福祉法人等に対して、施設整備費の一部を
助成します。

　発達が心配される児童の療育に加え、保育所等
への訪問支援や相談支援を⾏う児童発達支援セン
ターを計画的に整備し、増加する療育ニーズに的確
に対応します。

児童発達支援セン
ター延べ利⽤児童
数

13,367 20,047 20,192 2,439 2,439 人

令和５年度か
ら、事業名に合
わせて児童発
達支援センター
延べ利⽤児童
数（給付数）
に一元化となっ
ています。

障害福祉課

　地域社会における療育施設を利⽤している
乳幼児の発達や⾃⽴を促進し、早期療育を充
実させるために、保護者の経済的な負担を軽
減します。

6-2-4 療育施設利⽤乳幼児の保護
者負担軽減

★子・若計画P147
　障害療育施設を利⽤している障害乳幼児が適切
かつ早期療育を受けることができるよう、保護者負担
軽減として引き続き実施します。

障害福祉課
障害者施設課
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2 3 4 5 6
指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標 単位 所管課備考欄年度ごとの実施状況事業概要番号 事業名 新規・

拡充

通園事業延べ利⽤
児数 5,055 5,834 5,906 4,640 4,334 人

訓練事業延べ利⽤
児数 7,717 8,365 11,239 10,549 10,976 人

一時保育延べ利⽤
児数 16 12 4 1 12 人

6-2-10 保育所等訪問支援事業

　子ども発達センター（児童発達支援セン
ター）の職員が、保育所や幼稚園等を訪問
し、発達に課題のある児童への直接的な支援
を⾏います。
　また、保育所や幼稚園等の職員に対して、関
わり方や環境設定等の間接的支援を⾏いま
す。

★子・若計画P148
　今後も保育所等訪問支援を継続するとともに、関
係機関連携を適宜組み合わせながら、発達に課題
のある児童への適切な支援を⾏います。

保育所等訪問支援
（個別支援）延べ
利⽤児童数

66 92 77 191 175 人 障害者施設課

特別支援教室にお
いて特別な指導を受
けた児童生徒数
（上段︓小学校、
下段︓中学校）

960
222

1,046
228

981
253

914
213

996
240 人

⾃閉症・情緒障害
特別支援学級にお
いて特別な指導を受
けた児童生徒数
（上段︓小学校、
下段︓中学校）

5
6

5
10

9
14

13
16

19
20 人

相談受付件数 すべての事業の
総相談件数 1,800 1,533 1,425 1,347 1,117 件

⺟子生活支援施設
入所件数

私⽴⺟子生活支援
施設 31 21 33 28 30 件

⾃⽴支援
事業対象者 144 141 112 113 134 件

貸付件数 東京都福祉資⾦
+応急小⼝資⾦ 64 55 52 40 35 件

緊急一時保護
及び宿泊助成件数 7 6 9 11 13 件

6-2-11 特別支援教育の充実（再
掲） 拡充

　教育委員会と福祉・医療等の関係機関と
の、より一層の連携・協⼒を進め、乳幼児期か
ら⻘年期に⾄るまでの一貫した教育支援を⾏
います。
　また、学校における子ども一人一人の教育的
ニーズに応じた適切な指導や支援を進めるため
に、教育委員会内の体制を充実します。

　引き続き、特別支援教室を全小・中学校で実施
するとともに、⾃閉症・情緒障害特別支援学級を
小・中学校各２校で運営していきます。
また、特別支援教育に関する教員の専⾨性の向
上、保護者の支援体制の構築及び特別支援教室
を退出した児童・生徒が在籍学級で適切な支援を
受けられる体制を構築していきます。

総合教育セン
ター教育支援
課

6-3-1 ひとり親家庭の総合支援の実
施

　ひとり親家庭の経済的問題、就労、子どもの
養育等、様々な悩み相談に応じて、助言・情
報提供を⾏うほか、就職に役⽴つ資格取得の
支援、専⾨相談員による就労相談、修学・転
宅等の貸付けを⾏い、ひとり親家庭の⾃⽴を支
援します。

★子・若計画P167
　支援を必要とするひとり親家庭の親⼜は将来、ひと
り親家庭となることが⾒込まれる方からの様々な相
談に応じ、生活が安定・向上し、地域で安心して生
活できるように個別のニーズに応じた相談対応を⾏
います。
　新たな相談ニーズに応じるために⺟子・⽗子⾃⽴
支援員は各種研修に参加し、相談スキルの向上や
制度等の情報収集に努めます。

子育て応援課

6-2-9 子ども発達センター事業

　知的障害や発達に課題のある１歳６か⽉か
ら就学前の児童に対して発達段階に応じた小
集団指導や個別指導を実施します。
　また、一時的に保育が必要な障害のある児
童の一時保育を実施します。

★子・若計画P148
　「遊び」を通して、子どもの⾃尊心や主体性を育
て、個々の成⻑に合わせた「生きる⼒」の基礎を培う
ための支援を⾏います。

障害者施設課
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指標説明
（参考）今後の取組の方向性 評価指標 単位 所管課備考欄年度ごとの実施状況事業概要番号 事業名 新規・

拡充

6-3-2 ひとり親家庭等医療費助成

　ひとり親家庭の親（養育者）と子が健康保
険を利⽤して病院や薬局等で診療や調剤を受
けた際の⾃己負担分を補助します。なお、所得
制限や課税・非課税による助成区分がありま
す。

★子・若計画P167
　ひとり親家庭等の医療費に係る経済的負担を軽
減するために、制度の周知を⾏うことで利⽤の促進
を図るとともに、着実に事業を実施します。

ひとり親医療助成件
数 53,986 57,159 55,943 52,516 50,972 件 子育て応援課

6-3-3 ひとり親家庭等ホームヘルパー
派遣事業

　ひとり親家庭等で、⽇常生活において家事⼜
は育児等に支障が生じている場合に、一定期
間ホームヘルパーを派遣します。

★子・若計画P165
　本事業では、担い⼿確保に課題があり、ひとり親
家庭等の要望に対し、サービスの提供が限定的に
なっていることから、今後より一層担い⼿の開拓に注
⼒し、ひとり親家庭等のニーズに応えるサービスを提
供します。

派遣時間数 505 344 268 641 831 時間

単発利⽤だった
利⽤者が、定
期で利⽤するよ
うになり、回数・
時間数ともに大
きく伸びていま
す。

福祉管理課

公正証書等作成助
成件数 ー ー ー 10 24 件

保証契約に係る保
証料助成件数 ー ー ー 0 1 件

6-3-4 養育費の受け取り支援事業 新規

　ひとり親世帯の経済的負担の軽減や子どもが
健やかに成⻑できるよう、養育費の取決めの重
要性を啓発するとともに、公正証書の作成に係
る費⽤、養育費⽴替保障に係る契約に必要と
なる初回の保証料、裁判外紛争解決⼿続き
（ADR）にかかる費⽤の一部を助成します。

★子・若計画P168
　養育費を確実に受け取れる⼿続きや制度につい
て、区⺠ニーズを把握しながら、助成対象の拡充の
検討を実施し、多くの対象者が養育費確保につなが
るように支援します。

子育て応援課
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